
シリーズ　『－から学ぶリスクマネジメント講座 ～その13～』
＜リスクファイナンス編＞ お金にまつわる対策

●貸倒れ損失を防ぐため、損害保険を活用する
　名経営者と呼ばれた某衣料品メーカーの元社
長は、たまたま週刊誌で見かけた「ある保険」の
記事を読んで、すぐにこの保険に加入すること
にしました。その後2000年代前半に大手百貨店
やスーパーが経営破綻し、それに連鎖する形で
多くの同業者が苦境に立たされる中、この会社
はほとんど損失を被ることなく安定経営を続け
ることができました。元社長はこのような事態
が将来起りうるだろうと予想し、取引先の倒産
による貸倒れ損失を防ぐ「取引信用保険」に事前
に加入していたため、ピンチを回避することが
できたのです。「経営において難しいのは将来を
見通すことではなく、見通した後にすぐに手を
打つこと」と元社長は述べています。将来のリス
クに目を背けず、想定できるリスクに対して必
要であると判断したものはすぐに実行に移すこ
とが、現代の経営に求められています。なお「取
引信用保険」は、取引先に対する売掛債権の貸倒
れを防止するだけでなく、保険会社による与信

管理機能や債権回収業務のアウトソーシング化
も併せて活用することができ、経営管理上有効
な保険です。また、海外取引先に対する売掛債
権や海外子会社の売掛債権も補償できます。

●緊急事態の資金として生命保険を活用する
　地震や風水害などの自然災害で自社が操業不
能に陥ってしまった場合や、景気変動などで経
営が急速に悪化した場合などに対応するため、
万一の緊急流動資金の確保が必要です。
　企業がピンチの時に自己資金や緊急融資に頼
るのは現実的に困難です。そこで役員退職金の
準備としてよく利用されている「長期平準定期
保険」などの生命保険を緊急流動資金として活
用することをおすすめします。解約返戻金や契
約者貸付制度は短期間の現金化が可能で、緊急
時のキャッシュフロー対策として適しています。
また、平常時は保険料の損金算入による税の軽
減効果を活かしつつ、緊急資金の積立ができる
点は生命保険活用のメリットと言えます。
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かぼちゃ 南瓜（ウリ科カボチャ属/中南米原産） 英名Pumpkin
　かぼちゃは16世紀頃にポルトガル人によリカンボジアの産物として日
本に伝えられました。ピンときた方もいると思いますが、当時、東南アジ
アのカンボジア産と伝えられていたことから、カンボジアがなまって「か
ぼちゃ」と呼ばれるようになったとか。
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進
化
す
る
税
務
行
政
の
情
報
処
理
化
に

力
を
尽
く
し
、
大
森
へ

松村　清一

大
森
税
務
署
長

山
口

　芳
朗

　「
消
費
税
等
期
限
内
完
納
運
動

推
進
宣
言
」
を
し
た
大
森
税
務
６

団
体
。
私
た
ち
大
森
法
人
会
も
そ

の
一
員
で
す
。
そ
ん
な
大
森
に
新

し
い
税
務
署
長
を
お
迎
え
し
ま

し
た
。
税
務
行
政
の
情
報
処
理
化

と
深
く
関
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
山
口

芳
朗
さ
ん
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　　
私
の
住
ま
い
は
埼
玉
県
富
士

見
市
。
通
勤
に
２
時
間
近
く
か
か

る
距
離
で
す
が
、
池
上
本
門
寺
の

お
会
式
な
ど
全
国
的
に
有
名
な

行
事
も
ご
ざ
い
ま
す
し
、
城
南
島

の
ほ
う
に
い
け
ば
ト
ラ
ッ
ク
が

行
き
交
う
活
況
も
み
ら
れ
ま
す
。

環
七
と
お
台
場
を
結
ぶ
よ
う
な

交
通
網
が
発
達
し
て
い
る
一
方
、

駅
前
に
は
密
集
し
た
下
町
の
風

景
が
残
っ
て
い
ま
す
。
国
道
一
号

線
を
超
え
れ
ば
工
業
化
の
進
ん

だ
事
業
と
と
も
に
昔
な
が
ら
の

海
苔
関
係
の
お
仕
事
を
続
け
ら

れ
る
方
も
多
い
。
山
王
側
も
昭
和

の
雰
囲
気
が
漂
う
飲
食
店
街
が

あ
る
と
思
え
ば
、
文
士
ゆ
か
り
の

「
馬
込
文
士
村
」
や
閑
静
な
住
宅

街
も
あ
る
。
彩
り
豊
か
な
町
だ
な

と
い
う
印
象
で
す
。

　　
も
と
も
と
私
は
昆
虫
好
き
な
少

年
で
、昆
虫
採
集
は
も
ち
ろ
ん
深

夜
に
起
き
て
蟻
の
巣
を
観
察
す
る

な
ど
し
て
い
ま
し
た
。そ
れ
が
中

学
生
く
ら
い
か
ら
関
心
が
動
物
に

移
り
、高
校
生
に
な
る
と
植
物
へ

の
興
味
が
高
ま
り
農
学
部
を
希
望

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。税
務

と
は
お
よ
そ
関
係
の
な
い
道
を
求

め
て
い
た
の
で
す
。と
こ
ろ
が
高

■プロフィール■
山口 芳朗（やまぐち・よしあき）
1960年2月生まれ　佐賀県武雄市出身

校
３
年
の
担
任
の
先
生
が
、大
学

受
験
前
の
度
胸
試
し
に
公
務
員

試
験
を
受
け
た
ら
ど
う
か
と
…
。

受
け
た
ら
た
ま
た
ま
合
格
し
て
、

税
務
の
世
界
に
配
属
さ
れ
た
と
い

う
わ
け
で
す
。
当
時
は
オ
イ
ル

シ
ョ
ッ
ク
の
余
波
で
景
気
が
回
復

し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
し
、バ
イ

オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
な
ど
の
技
術
も

登
場
す
る
前
で
し
た
。農
学
部
に

進
ん
で
も
仕
事
が
あ
る
か
ど
う
か

わ
か
ら
な
い
。園
芸
は
趣
味
の
範

囲
で
続
け
て
、夜
間
大
学
に
通
い

な
が
ら
働
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
高
校
卒
業
後
、
最
初
の
１
年
間

は
税
務
大
学
校
で
研
修
を
受
け
、

さ
ら
に
初
任
者
研
修
を
３
か
月
。

そ
の
後
、
私
は
東
京
国
税
局
の
事

務
管
理
課
に
配
属
さ
れ
、
電
子
計

算
機
で
内
部
事
務
を
行
う
部
署

で
６
年
間
勤
務
し
ま
し
た
。

　

　
大
森
署
に
配
属
さ
れ
て
職
員

の
皆
さ
ん
に
最
初
に
お
話
し
た

こ
と
は
「
基
本
を
大
事
に
、
ル
ー

ル
を
守
る
」
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
基
本
と
は
「
24
時
間
公
務

員
」。
ど
ん
な
と
き
も
公
務
員
と

し
て
の
自
覚
を
持
ち
、
ふ
る
ま
い

を
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の

う
え
で
、
個
々
の
経
験
と
知
識
を

生
か
し
て
「
発
想
し
て
く
だ
さ

い
」
と
お
願
い
を
し
ま
し
た
。
発

想
力
を
発
揮
し
て
、
少
し
で
も
仕

事
の
効
率
を
あ
げ
、
納
税
者
の
皆

さ
ん
と
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
は
か
り
な
が
ら
、
充
実

し
た
税
務
行
政
を
進
め
て
い
き

た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　
私
は
今
、
56
歳
。
新
し
い
シ
ス

テ
ム
を
導
入
す
る
た
め
に
深
夜

１
時
帰
宅
、
午
前
６
時
に
家
を
出

る
と
い
う
時
期
も
あ
り
ま
し
た
。

一
男
一
女
の
子
育
て
を
含
め
、
妻

に
は
苦
労
を
か
け
た
と
思
い
ま

す
。
夫
婦
で
旅
行
を
楽
し
む
よ
う

に
な
っ
た
の
は
最
近
の
こ
と
。
　

　
趣
味
と
し
て
は
、
自
宅
の
小
さ

な
菜
園
で
の
野
菜
作
り
で
す
か

ね
。
農
薬
を
使
わ
ず
と
れ
た
野
菜

を
す
ぐ
に
食
す
る
。
作
る
の
は
私

で
、
妻
は
も
っ
ぱ
ら
食
べ
る
専
門

で
す
。
そ
れ
と
趣
味
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
読
書
は
好
き
で
、
週
2

冊
程
度
を
読
ん
で
い
ま
す
。
贔
屓

の
作
家
の
も
の
は
す
べ
て
読
破

し
て
い
ま
す
が
、
ジ
ャ
ン
ル
を
問

わ
ず
い
ろ
ん
な
本
を
読
む
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。
本
か
ら
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
を
学
べ
る
わ
け
で
す

か
ら
、
読
書
は
人
生
の
糧
、
心
の

糧
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
法
人
会
の
皆
さ
ん
と
は
こ
れ

か
ら
も
親
し
く
関
係
を
築
い
て

い
き
た
い
で
す
ね
。
そ
の
た
め

私
に
で
き
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、

講
演
会
な
ど
の
ご
要
請
も
謹
し

ん
で
お
受
け
い
た
し
ま
す
。
昔

か
ら
童
顔
で
、
年
齢
よ
り
も
若
く

見
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の

で
、
最
近
、
眼
鏡
を
変
え
て
、
少

し
で
も
年
齢
相
応
に
見
え
る
よ

う
に
工
夫
を
し
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
な
顔
で
よ
ろ
し
け
れ
ば
、
ぜ
ひ

覚
え
て
い
た
だ
い
て
、「
日
々
是

好
日
」
に
過
ご
し
て
い
き
た
い
と

願
っ
て
い
ま
す
。

シ
ス
テ
ム
の
開
発
は
こ
と
に
印
象

深
い
仕
事
で
す
。当
時
、私
は
開

発
で
は
な
く
運
用
の
仕
事
に
携

わ
り
ま
し
た
。税
務
行
政
に
お
け

る
情
報
処
理
と
い
う
と
、皆
様
、 ｅ

‐Ｔａ
ｘ
の
ほ
う
が
ご
存
じ
か
と

思
い
ま
す
が
、こ
れ
は
納
税
者
の

皆
様
に
向
け
た
も
の
で
、Ｋ
Ｓ
Ｋ

は
内
部
の
シ
ス
テ
ム
と
い
え
ま

す
。イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
は
隔
絶

さ
れ
た
環
境
で
運
営
さ
れ
、皆
さ

ん
の
納
税
デ
ー
タ
を
守
る
か
た
ち

を
と
っ
て
い
ま
す
。シ
ス
テ
ム
ダ

ウ
ン
し
な
い
よ
う
日
々
細
心
の
注

意
を
は
ら
い
な
が
ら
、
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
管
理
に
万
全
を
期
し
て
い

ま
す
。

　
Ｋ
Ｓ
Ｋ
が
全
国
拡
大
し
た
の

は
平
成
13
年
。
私
は
そ
の
前
年
、

機
器
の
設
置
と
研
修
を
担
当
す

る
係
で
そ
の
準
備
を
行
っ
て
い

ま
し
た
。
全
国
拡
大
か
ら
す
で
に

15
年
。
今
や
Ｋ
Ｓ
Ｋ
は
税
務
署
内

で
は
空
気
の
よ
う
な
当
た
り
前

の
存
在
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に

感
慨
ひ
と
し
お
で
す
。

　
　

〈
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
〉

　石
井  

幸
惠

　

 

袖
田  

由
紀
子

　福
田  

ス
ミ

　

 

安
野  

貞
治
郎

〈
文
〉　谷

村  

紀
久
代

　10
月
6
日 

大
森
税
務
署
に
て

　
国
税
庁
は
昭
和
36
年
2
月
か

ら
電
算
化
へ
の
取
り
組
み
を
始

め
て
い
ま
す
。
配
属
さ
れ
た
当
時

は
す
べ
て
自
前
で
、
シ
ス
テ
ム
の

仕
様
も
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
職
員
が

つ
く
り
、
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
も
職
員

で
し
た
。
そ
の
後
、
王
子
署
に
配

属
さ
れ
た
も
の
の
ま
た
情
報
処

理
関
係
に
異
動
す
る
な
ど
を
経

て
、
今
年
で
39
年
目
に
な
る
勤
務

歴
の
う
ち
20
年
間
を
情
報
系
の

仕
事
畑
で
過
ご
し
て
き
ま
し
た
。

　
税
務
の
世
界
が
、
紙
か
ら
デ
ー

タ
に
移
っ
て
い
く
変
遷
を
目
の

当
た
り
に
で
き
た
こ
と
は
、
貴
重

な
経
験
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
平
成
２
年
か
ら
始
ま
っ
た
Ｋ

Ｓ
Ｋ
シ
ス
テ
ム
＝
国
税
総
合
管
理

昭和53年4月
昭和54年6月

平成20年7月
平成23年7月
平成24年7月
平成26年7月
平成27年7月
平成28年7月

福岡国税局採用
東京国税局総務部　事務管理第二課

（現在まで、通算で20年間情報システム関係に勤務）
東京国税不服審判所　副審判官
東京国税局税務相談室　主任相談官
中野税務署　副署長（管運・法人担当）
国税庁東京派遣　主任監察官
東京国税局総務部　事務管理第三課長
大森税務署長
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彩
り
豊
か
な
ま
ち
大
森

　
今
後
の
探
索
が
楽
し
み
で
す

昆
虫
好
き
の
少
年
が

農
学
部
志
望
か
ら
税
務
の
世
界
へ

基
本
を
大
事
に
ル
ー
ル
を
守
り

　 

日
々
是
好
日
で
過
ご
し
た
い

税
務
行
政
に
欠
か
せ
な
い

　
　
　
　
　
Ｋ
Ｓ
Ｋ
シ
ス
テ
ム
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を
続
け
ら

れ
る
方
も
多
い
。
山
王
側
も
昭
和

の
雰
囲
気
が
漂
う
飲
食
店
街
が

あ
る
と
思
え
ば
、
文
士
ゆ
か
り
の

「
馬
込
文
士
村
」
や
閑
静
な
住
宅

街
も
あ
る
。
彩
り
豊
か
な
町
だ
な

と
い
う
印
象
で
す
。

　　
も
と
も
と
私
は
昆
虫
好
き
な
少

年
で
、昆
虫
採
集
は
も
ち
ろ
ん
深

夜
に
起
き
て
蟻
の
巣
を
観
察
す
る

な
ど
し
て
い
ま
し
た
。そ
れ
が
中

学
生
く
ら
い
か
ら
関
心
が
動
物
に

移
り
、高
校
生
に
な
る
と
植
物
へ

の
興
味
が
高
ま
り
農
学
部
を
希
望

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。税
務

と
は
お
よ
そ
関
係
の
な
い
道
を
求

め
て
い
た
の
で
す
。と
こ
ろ
が
高

■プロフィール■
山口 芳朗（やまぐち・よしあき）
1960年2月生まれ　佐賀県武雄市出身

校
３
年
の
担
任
の
先
生
が
、大
学

受
験
前
の
度
胸
試
し
に
公
務
員

試
験
を
受
け
た
ら
ど
う
か
と
…
。

受
け
た
ら
た
ま
た
ま
合
格
し
て
、

税
務
の
世
界
に
配
属
さ
れ
た
と
い

う
わ
け
で
す
。
当
時
は
オ
イ
ル

シ
ョ
ッ
ク
の
余
波
で
景
気
が
回
復

し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
し
、バ
イ

オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
な
ど
の
技
術
も

登
場
す
る
前
で
し
た
。農
学
部
に

進
ん
で
も
仕
事
が
あ
る
か
ど
う
か

わ
か
ら
な
い
。園
芸
は
趣
味
の
範

囲
で
続
け
て
、夜
間
大
学
に
通
い

な
が
ら
働
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
高
校
卒
業
後
、
最
初
の
１
年
間

は
税
務
大
学
校
で
研
修
を
受
け
、

さ
ら
に
初
任
者
研
修
を
３
か
月
。

そ
の
後
、
私
は
東
京
国
税
局
の
事

務
管
理
課
に
配
属
さ
れ
、
電
子
計

算
機
で
内
部
事
務
を
行
う
部
署

で
６
年
間
勤
務
し
ま
し
た
。

　

　
大
森
署
に
配
属
さ
れ
て
職
員

の
皆
さ
ん
に
最
初
に
お
話
し
た

こ
と
は
「
基
本
を
大
事
に
、
ル
ー

ル
を
守
る
」
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
基
本
と
は
「
24
時
間
公
務

員
」。
ど
ん
な
と
き
も
公
務
員
と

し
て
の
自
覚
を
持
ち
、
ふ
る
ま
い

を
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の

う
え
で
、
個
々
の
経
験
と
知
識
を

生
か
し
て
「
発
想
し
て
く
だ
さ

い
」
と
お
願
い
を
し
ま
し
た
。
発

想
力
を
発
揮
し
て
、
少
し
で
も
仕

事
の
効
率
を
あ
げ
、
納
税
者
の
皆

さ
ん
と
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
は
か
り
な
が
ら
、
充
実

し
た
税
務
行
政
を
進
め
て
い
き

た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　
私
は
今
、
56
歳
。
新
し
い
シ
ス

テ
ム
を
導
入
す
る
た
め
に
深
夜

１
時
帰
宅
、
午
前
６
時
に
家
を
出

る
と
い
う
時
期
も
あ
り
ま
し
た
。

一
男
一
女
の
子
育
て
を
含
め
、
妻

に
は
苦
労
を
か
け
た
と
思
い
ま

す
。
夫
婦
で
旅
行
を
楽
し
む
よ
う

に
な
っ
た
の
は
最
近
の
こ
と
。
　

　
趣
味
と
し
て
は
、
自
宅
の
小
さ

な
菜
園
で
の
野
菜
作
り
で
す
か

ね
。
農
薬
を
使
わ
ず
と
れ
た
野
菜

を
す
ぐ
に
食
す
る
。
作
る
の
は
私

で
、
妻
は
も
っ
ぱ
ら
食
べ
る
専
門

で
す
。
そ
れ
と
趣
味
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
読
書
は
好
き
で
、
週
2

冊
程
度
を
読
ん
で
い
ま
す
。
贔
屓

の
作
家
の
も
の
は
す
べ
て
読
破

し
て
い
ま
す
が
、
ジ
ャ
ン
ル
を
問

わ
ず
い
ろ
ん
な
本
を
読
む
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。
本
か
ら
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
を
学
べ
る
わ
け
で
す

か
ら
、
読
書
は
人
生
の
糧
、
心
の

糧
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
法
人
会
の
皆
さ
ん
と
は
こ
れ

か
ら
も
親
し
く
関
係
を
築
い
て

い
き
た
い
で
す
ね
。
そ
の
た
め

私
に
で
き
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、

講
演
会
な
ど
の
ご
要
請
も
謹
し

ん
で
お
受
け
い
た
し
ま
す
。
昔

か
ら
童
顔
で
、
年
齢
よ
り
も
若
く

見
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の

で
、
最
近
、
眼
鏡
を
変
え
て
、
少

し
で
も
年
齢
相
応
に
見
え
る
よ

う
に
工
夫
を
し
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
な
顔
で
よ
ろ
し
け
れ
ば
、
ぜ
ひ

覚
え
て
い
た
だ
い
て
、「
日
々
是

好
日
」
に
過
ご
し
て
い
き
た
い
と

願
っ
て
い
ま
す
。

シ
ス
テ
ム
の
開
発
は
こ
と
に
印
象

深
い
仕
事
で
す
。当
時
、私
は
開

発
で
は
な
く
運
用
の
仕
事
に
携

わ
り
ま
し
た
。税
務
行
政
に
お
け

る
情
報
処
理
と
い
う
と
、皆
様
、 ｅ

‐Ｔａ
ｘ
の
ほ
う
が
ご
存
じ
か
と

思
い
ま
す
が
、こ
れ
は
納
税
者
の

皆
様
に
向
け
た
も
の
で
、Ｋ
Ｓ
Ｋ

は
内
部
の
シ
ス
テ
ム
と
い
え
ま

す
。イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
は
隔
絶

さ
れ
た
環
境
で
運
営
さ
れ
、皆
さ

ん
の
納
税
デ
ー
タ
を
守
る
か
た
ち

を
と
っ
て
い
ま
す
。シ
ス
テ
ム
ダ

ウ
ン
し
な
い
よ
う
日
々
細
心
の
注

意
を
は
ら
い
な
が
ら
、
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
管
理
に
万
全
を
期
し
て
い

ま
す
。

　
Ｋ
Ｓ
Ｋ
が
全
国
拡
大
し
た
の

は
平
成
13
年
。
私
は
そ
の
前
年
、

機
器
の
設
置
と
研
修
を
担
当
す

る
係
で
そ
の
準
備
を
行
っ
て
い

ま
し
た
。
全
国
拡
大
か
ら
す
で
に

15
年
。
今
や
Ｋ
Ｓ
Ｋ
は
税
務
署
内

で
は
空
気
の
よ
う
な
当
た
り
前

の
存
在
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に

感
慨
ひ
と
し
お
で
す
。

　
　

〈
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
〉

　石
井  

幸
惠

　

 

袖
田  

由
紀
子

　福
田  

ス
ミ

　

 

安
野  

貞
治
郎

〈
文
〉　谷

村  

紀
久
代

　10
月
6
日 

大
森
税
務
署
に
て

　
国
税
庁
は
昭
和
36
年
2
月
か

ら
電
算
化
へ
の
取
り
組
み
を
始

め
て
い
ま
す
。
配
属
さ
れ
た
当
時

は
す
べ
て
自
前
で
、
シ
ス
テ
ム
の

仕
様
も
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
職
員
が

つ
く
り
、
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
も
職
員

で
し
た
。
そ
の
後
、
王
子
署
に
配

属
さ
れ
た
も
の
の
ま
た
情
報
処

理
関
係
に
異
動
す
る
な
ど
を
経

て
、
今
年
で
39
年
目
に
な
る
勤
務

歴
の
う
ち
20
年
間
を
情
報
系
の

仕
事
畑
で
過
ご
し
て
き
ま
し
た
。

　
税
務
の
世
界
が
、
紙
か
ら
デ
ー

タ
に
移
っ
て
い
く
変
遷
を
目
の

当
た
り
に
で
き
た
こ
と
は
、
貴
重

な
経
験
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
平
成
２
年
か
ら
始
ま
っ
た
Ｋ

Ｓ
Ｋ
シ
ス
テ
ム
＝
国
税
総
合
管
理

昭和53年4月
昭和54年6月

平成20年7月
平成23年7月
平成24年7月
平成26年7月
平成27年7月
平成28年7月

福岡国税局採用
東京国税局総務部　事務管理第二課

（現在まで、通算で20年間情報システム関係に勤務）
東京国税不服審判所　副審判官
東京国税局税務相談室　主任相談官
中野税務署　副署長（管運・法人担当）
国税庁東京派遣　主任監察官
東京国税局総務部　事務管理第三課長
大森税務署長
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彩
り
豊
か
な
ま
ち
大
森

　
今
後
の
探
索
が
楽
し
み
で
す

昆
虫
好
き
の
少
年
が

農
学
部
志
望
か
ら
税
務
の
世
界
へ

基
本
を
大
事
に
ル
ー
ル
を
守
り

　 

日
々
是
好
日
で
過
ご
し
た
い

税
務
行
政
に
欠
か
せ
な
い

　
　
　
　
　
Ｋ
Ｓ
Ｋ
シ
ス
テ
ム



次
の
問
題
に
番
号
で
答
え
て
く

だ
さ
い
。あ
な
た
の
税
知
識
は
？

　
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
以

後
に
取
得
等
を
す
る
建
物

附
属
設
備
及
び
構
築
物
の
償
却

方
法
は
ど
ち
ら
で
し
ょ
う
か
？

　
①
　
定
額
法

　
②
　
定
率
法

消
費
税
に
お
い
て
、直
前
の

課
税
期
間
の
年
間
確
定
消

費
税
額
が
い
く
ら
を
超
え
た
場

合
に
、中
間
申
告
の
提
出
及
び
納

付
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
し
ょ
う
か
？

　
①
　
四
十
八
万
円

　
②
　
六
十
二
万
円

支
払
わ
れ
る
報
酬
・
料
金
に

対
し
て
源
泉
所
得
税
が
課

税
さ
れ
る
の
は
ど
ち
ら
で
し
ょ

う
か
？

　
①
　
プ
ロ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

の
選
手

　
②
　
プ
ロ
テ
ニ
ス
の
選
手

一
般
的
な
次
の
文
書
を
作

成
し
た
場
合
、印
紙
税
の

課
税
対
象
と
な
る
文
書
は
ど

ち
ら
で
し
ょ
う
か
？

　
①
　
土
地
賃
貸
借
契
約
書

　
②
　
建
物
賃
貸
借
契
約
書

※
答
え
は
15
ペ
ー
ジ
に
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






　年末調整とは、給与の支払者がその年最後に給与の支払をする際、給与の支払を受ける各人
別に、それまでその年中に給与を支払う都度、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合
計額と、その年中の確定した給与総額について正しく計算した納付すべき税額（年税額）とを比
較して、過不足額の精算を行うことをいいます。したがって、この年末調整は、給与の支払を受け
る大部分の人にとって確定申告に代わる役目を果たす大切な手続といえます。

1  年末調整を行う時期 
　年末調整は、原則として、その年最後に給与の支払をする際に行いますが、年の中途で死亡
等を理由に退職した人や海外の支店への転勤等により非居住者となった人などについては、そ
の退職の時又は非居住者となった時に年末調整を行います。

2  年末調整の対象とならない人
　次に掲げるような人に支払う給与は、年末調整の対象になりません。
（1）国内に住所も1年以上の居所も有していない人（非居住者）
（2）「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を提出していない人（源泉徴収税額表の乙欄

又は丙欄の適用者）
（3）本年中の主たる給与の収入金額が2, 000万円を超える人
（4）「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給

与に対する源泉所得税及び復興特別所得税につき徴収猶予や還付を受けた人
（5）年の中途で退職（死亡退職等を除きます）した人

3  年末調整の手順等
　年末調整の手順や上記事項の詳細については、「平成28年分 年末調整のしかた」をご覧く
ださい（国税庁ホームページ【www.nta.go.jp】からダウンロードできます）。

年末調整について

国税局・税務署

国税の納付は簡単・便利なダイレクト納付をご利用ください！！
　ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出をしておけば、e-Taxを利用して電子申告・
徴収高計算書のデータの送信又は納付情報登録依頼をした後に、簡単な操作で、
届出をした預貯金口座からの振替により、即時又は指定した期日に納付することができ
る便利な電子納税の納付手段です。
　電子納税に電子証明書やICカードリーダライタは不要です。また、徴収高計算書の
送信にも電子証明書等は不要なので、源泉所得税及び復興特別所得税を納めている
方に、特におすすめです。
　その他にも、インターネットバンキングやモバイルバンキング、金融機関のATMを
利用した電子納税の方法もございます。
　詳しくは、e-Taxホームページ【www.e-tax.nta.go.jp】をご覧ください。

part 1

源泉所得税に関する改正点源泉所得税に関する改正点

part 2

　平成28年度の税制改正により、源泉所得税関係について主に次のような
改正が行われました。

区 分
課税されない金額

改 正 後 改 正 前
①　交通機関又は有料道路を利用して
　いる人に支給する通勤手当

②　自動車や自転車などの交通用具を
　使用している人に支給する通勤手当

③　交通機関を利用している人に支給
　する通勤用定期乗車券

④　交通機関又は有料道路を利用する
　ほか、交通用具も使用している人に
　支給する通勤手当や通勤用定期乗車
　券

1か月当たりの合理的な
運賃等の額
（最高限度 150,000円）

1か月当たりの合理的な
運賃等の額
（最高限度 100,000円）

1か月当たりの合理的な
運賃等の額
（最高限度 150,000円）

1か月当たりの合理的な
運賃等の額
（最高限度 100,000円）

通勤距離に応じて、課税されない金額が変動
改正なし

ご存知ですか?

1  　通勤手当の非課税限度額が月額15万円に引き上げられました
　通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に引き上げられ、改正
後の1か月当たりの非課税限度額は、次のようになりました。

1か月当たりの合理的な
運賃等の額と②の金額と
の合計額
（最高限度 150,000円）

1か月当たりの合理的な
運賃等の額と②の金額と
の合計額
（最高限度 100,000円）

※改正後の非課税規定は、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。なお、
次に掲げる通勤手当については、改正後の非課税規定は適用されません。
（1）　平成27年12月31日以前に支払われたもの
（2）　平成27年12月31日以前に支払われるべき通勤手当で、平成28年1月1日以後に支払

われるもの
（3）　（1）又は（2）の通勤手当の差額として追加支給されるもの
2  　非課税とされる学資に充てるため給付される金品の範囲が改正されました

3 　給与等の支払者に対して提出する扶養控除等申告書等について、その支払者が当該提
出をする者等の個人番号等を記載した帳簿を備えているときは、当該扶養控除等申告書
等に当該帳簿に記載された個人番号の記載を要しないこととされました

　各改正の詳細やその他の源泉所得税に関する改正等につきましては、国税庁ホームページに掲載の
パンフレット「平成28年4月 源泉所得税の改正のあらまし」をご覧ください。
国税庁ホームページ【http://www.nta,go.jp】
（ホーム▶税について調べる▶パンフレット・手引き▶平成28年4月 源泉所得税の改正のあらまし）



次
の
問
題
に
番
号
で
答
え
て
く

だ
さ
い
。あ
な
た
の
税
知
識
は
？

　
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
以

後
に
取
得
等
を
す
る
建
物

附
属
設
備
及
び
構
築
物
の
償
却

方
法
は
ど
ち
ら
で
し
ょ
う
か
？

　
①
　
定
額
法

　
②
　
定
率
法

消
費
税
に
お
い
て
、直
前
の

課
税
期
間
の
年
間
確
定
消

費
税
額
が
い
く
ら
を
超
え
た
場

合
に
、中
間
申
告
の
提
出
及
び
納

付
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
し
ょ
う
か
？

　
①
　
四
十
八
万
円

　
②
　
六
十
二
万
円

支
払
わ
れ
る
報
酬
・
料
金
に

対
し
て
源
泉
所
得
税
が
課

税
さ
れ
る
の
は
ど
ち
ら
で
し
ょ

う
か
？

　
①
　
プ
ロ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

の
選
手

　
②
　
プ
ロ
テ
ニ
ス
の
選
手

一
般
的
な
次
の
文
書
を
作

成
し
た
場
合
、印
紙
税
の

課
税
対
象
と
な
る
文
書
は
ど

ち
ら
で
し
ょ
う
か
？

　
①
　
土
地
賃
貸
借
契
約
書

　
②
　
建
物
賃
貸
借
契
約
書

※
答
え
は
15
ペ
ー
ジ
に
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






　年末調整とは、給与の支払者がその年最後に給与の支払をする際、給与の支払を受ける各人
別に、それまでその年中に給与を支払う都度、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合
計額と、その年中の確定した給与総額について正しく計算した納付すべき税額（年税額）とを比
較して、過不足額の精算を行うことをいいます。したがって、この年末調整は、給与の支払を受け
る大部分の人にとって確定申告に代わる役目を果たす大切な手続といえます。

1  年末調整を行う時期 
　年末調整は、原則として、その年最後に給与の支払をする際に行いますが、年の中途で死亡
等を理由に退職した人や海外の支店への転勤等により非居住者となった人などについては、そ
の退職の時又は非居住者となった時に年末調整を行います。

2  年末調整の対象とならない人
　次に掲げるような人に支払う給与は、年末調整の対象になりません。
（1）国内に住所も1年以上の居所も有していない人（非居住者）
（2）「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を提出していない人（源泉徴収税額表の乙欄

又は丙欄の適用者）
（3）本年中の主たる給与の収入金額が2, 000万円を超える人
（4）「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給

与に対する源泉所得税及び復興特別所得税につき徴収猶予や還付を受けた人
（5）年の中途で退職（死亡退職等を除きます）した人

3  年末調整の手順等
　年末調整の手順や上記事項の詳細については、「平成28年分 年末調整のしかた」をご覧く
ださい（国税庁ホームページ【www.nta.go.jp】からダウンロードできます）。

年末調整について

国税局・税務署

国税の納付は簡単・便利なダイレクト納付をご利用ください！！
　ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出をしておけば、e-Taxを利用して電子申告・
徴収高計算書のデータの送信又は納付情報登録依頼をした後に、簡単な操作で、
届出をした預貯金口座からの振替により、即時又は指定した期日に納付することができ
る便利な電子納税の納付手段です。
　電子納税に電子証明書やICカードリーダライタは不要です。また、徴収高計算書の
送信にも電子証明書等は不要なので、源泉所得税及び復興特別所得税を納めている
方に、特におすすめです。
　その他にも、インターネットバンキングやモバイルバンキング、金融機関のATMを
利用した電子納税の方法もございます。
　詳しくは、e-Taxホームページ【www.e-tax.nta.go.jp】をご覧ください。

part 1

源泉所得税に関する改正点源泉所得税に関する改正点

part 2

　平成28年度の税制改正により、源泉所得税関係について主に次のような
改正が行われました。

区 分
課税されない金額

改 正 後 改 正 前
①　交通機関又は有料道路を利用して
　いる人に支給する通勤手当

②　自動車や自転車などの交通用具を
　使用している人に支給する通勤手当

③　交通機関を利用している人に支給
　する通勤用定期乗車券

④　交通機関又は有料道路を利用する
　ほか、交通用具も使用している人に
　支給する通勤手当や通勤用定期乗車
　券

1か月当たりの合理的な
運賃等の額
（最高限度 150,000円）

1か月当たりの合理的な
運賃等の額
（最高限度 100,000円）

1か月当たりの合理的な
運賃等の額
（最高限度 150,000円）

1か月当たりの合理的な
運賃等の額
（最高限度 100,000円）

通勤距離に応じて、課税されない金額が変動
改正なし

ご存知ですか?

1  　通勤手当の非課税限度額が月額15万円に引き上げられました
　通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に引き上げられ、改正
後の1か月当たりの非課税限度額は、次のようになりました。

1か月当たりの合理的な
運賃等の額と②の金額と
の合計額
（最高限度 150,000円）

1か月当たりの合理的な
運賃等の額と②の金額と
の合計額
（最高限度 100,000円）

※改正後の非課税規定は、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。なお、
次に掲げる通勤手当については、改正後の非課税規定は適用されません。
（1）　平成27年12月31日以前に支払われたもの
（2）　平成27年12月31日以前に支払われるべき通勤手当で、平成28年1月1日以後に支払

われるもの
（3）　（1）又は（2）の通勤手当の差額として追加支給されるもの
2  　非課税とされる学資に充てるため給付される金品の範囲が改正されました

3 　給与等の支払者に対して提出する扶養控除等申告書等について、その支払者が当該提
出をする者等の個人番号等を記載した帳簿を備えているときは、当該扶養控除等申告書
等に当該帳簿に記載された個人番号の記載を要しないこととされました

　各改正の詳細やその他の源泉所得税に関する改正等につきましては、国税庁ホームページに掲載の
パンフレット「平成28年4月 源泉所得税の改正のあらまし」をご覧ください。
国税庁ホームページ【http://www.nta,go.jp】
（ホーム▶税について調べる▶パンフレット・手引き▶平成28年4月 源泉所得税の改正のあらまし）
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し
な
い
よ
う
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
。

３
． 

行
政
改
革
の
徹
底

○「
行
革
の
徹
底
」に
は
、地
方
を
含
め
た
政
府
・
議
会
が

「
ま
ず
隗
よ
り
始
め
よ
」の
精
神
に
基
づ
い
て
自
ら
身

を
削
る
こ
と
が
何
よ
り
必
要
で
あ
る
。

(1) 

国
・
地
方
に
お
け
る
議
員
定
数
の
大
胆
な
削
減
、歳
費
の

抑
制
。

(2) 

厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、国
・
地
方
公
務
員
の
人
員

削
減
と
、能
力
を
重
視
し
た
賃
金
体
系
に
よ
る
人
件
費

の
抑
制
。

(3) 

特
別
会
計
と
独
立
行
政
法
人
の
無
駄
の
削
減
。

(4) 

積
極
的
な
民
間
活
力
導
入
を
行
い
成
長
に
つ
な
げ
る
。

４
． 

消
費
税
引
き
上
げ
に
伴
う
対
応
措
置

○
軽
減
税
率
は
何
と
言
っ
て
も
事
業
者
の
事
務
負
担
が
大

き
い
う
え
、税
制
の
簡
素
化
、税
務
執
行
コ
ス
ト
お
よ
び

税
収
確
保
な
ど
の
観
点
か
ら
問
題
が
多
く
、税
率
10
％
程

度
ま
で
は
単
一
税
率
が
望
ま
し
い
こ
と
を
改
め
て
明
確

に
し
て
お
き
た
い
。

○
税
率
引
き
上
げ
に
向
け
て
は
消
費
税
制
度
の
信
頼
性
と

有
効
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
も
、以
下
の
対
応
措
置
が

重
要
で
あ
る
。

(1) 

現
在
施
行
さ
れ
て
い
る「
消
費
税
転
嫁
対
策
特
別
措
置

法
」の
効
果
等
を
検
証
し
、中
小
企
業
が
適
正
に
価
格
転

嫁
で
き
る
よ
う
、さ
ら
に
実
効
性
の
高
い
対
策
を
と
る

べ
き
で
あ
る
。

(2) 

消
費
税
の
滞
納
防
止
は
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
っ
て
よ

り
重
要
な
課
題
と
な
る
。消
費
税
の
制
度
、執
行
面
に
お

い
て
さ
ら
な
る
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

５
． マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

６
． 

今
後
の
税
制
改
革
の
あ
り
方

Ⅱ
．経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

１
． 

法
人
実
効
税
率
に
つ
い
て

○
O
E
C
D
加
盟
国
の
法
人
実
効
税
率
平
均
は
約
25
％
、ア

ジ
ア
主
要
10
カ
国
の
平
均
は
約
22
％
と
な
っ
て
お
り
、こ

れ
ら
と
比
較
す
る
と
依
然
と
し
て
税
率
格
差
が
残
っ
て
い

る
。当
面
は
今
般
の
法
人
実
効
税
率
引
き
下
げ
の
効
果
等

を
確
認
し
つ
つ
、将
来
は
さ
ら
な
る
引
き
下
げ
も
視
野
に

入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

２
． 

中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置

(1) 

中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率
の
特
例
15
％
を
時
限

措
置（
平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で
）で
は
な
く
、本
則
化
す

る
。な
お
、直
ち
に
本
則
化
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、

適
用
期
限
を
延
長
す
る
。ま
た
、昭
和
56
年
以
来
、8
0
0

万
円
以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
軽
減
税
率
の
適
用
所
得

金
額
を
、少
な
く
と
も
1
、6
0
0
万
円
程
度
に
引
き
上
げ

る
。

(2) 

租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、税
の
公
平
性
・
簡
素
化
の
観

点
か
ら
、政
策
目
的
を
達
し
た
も
の
や
適
用
件
数
の
少
な

い
も
の
は
廃
止
を
含
め
て
整
理
合
理
化
を
行
う
必
要
は

あ
る
が
、中
小
企
業
の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資

す
る
措
置
は
、以
下
の
と
お
り
制
度
を
拡
充
し
、本
則
化

す
べ
き
で
あ
る
。な
お
、中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
の
適

用
期
限
が
平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、直
ち
に
本
則
化
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、

適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

①
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て
は
、対
象
設
備
を

拡
充
し
た
う
え
、「
中
古
設
備
」を
含
め
る
。

②
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
損
金
算
入
の
特

例
に
つ
い
て
は
、損
金
算
入
額
の
上
限（
合
計
3
0
0

万
円
）を
撤
廃
す
る
。

(3) 

中
小
法
人
課
税
に
つ
い
て
、適
用
さ
れ
る
中
小
法
人
の
範
囲

（
現
行
　
資
本
金
１
億
円
以
下
）を
見
直
す
こ
と
が
検
討
さ

れ
て
い
る
が
、資
本
金
以
外
の「
他
の
指
標（
例
え
ば
、所
得

金
額
や
売
上
高
）」を
使
用
し
た
場
合
、毎
年
度
金
額
が
変

動
す
る
、業
種
や
企
業
規
模
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
指
標
を
定

め
る
必
要
が
あ
る
等
、経
営
面
で
混
乱
が
生
じ
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
。こ
の
た
め
、中
小
企
業
の
活
力
増
大
と
成
長
の

促
進
に
資
す
る
観
点
か
ら
も
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

３
． 

事
業
承
継
税
制
の
拡
充

○
我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め
る
中
小
企
業
は
、地
域
経
済

の
活
性
化
や
雇
用
の
確
保
な
ど
に
大
き
く
貢
献
し
て
お
り
、

経
済
社
会
を
支
え
る
基
盤
と
も
い
え
る
存
在
で
あ
る
。そ

の
中
小
企
業
が
相
続
税
の
負
担
等
に
よ
り
事
業
が
継
承
で

き
な
く
な
れ
ば
、我
が
国
経
済
社
会
の
根
幹
が
揺
ら
ぐ
こ

と
に
な
る
。

(1) 

事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と
切
り
離
し
た
本
格
的
な
事

業
承
継
税
制
の
創
設

　 

事
業
に
資
す
る
相
続
に
つ
い
て
は
、事
業
従
事
を
条
件
と

し
て
他
の
一
般
財
産
と
切
り
離
し
、非
上
場
株
式
を
含
め

て
事
業
用
資
産
へ
の
課
税
を
軽
減
あ
る
い
は
控
除
す
る
、

欧
州
並
み
の
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
の
創
設
が
求
め

ら
れ
る
。

(2) 

相
続
税
、贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
に
つ
い
て
要
件
緩
和

と
充
実

①
株
式
総
数
上
限（
３
分
の
２
）の
撤
廃
と
相
続
税
の
納

税
猶
予
割
合（
80
％
）を
1
0
0
％
に
引
き
上
げ
る
。

②
死
亡
時
ま
で
株
式
を
所
有
し
な
い
と
猶
予
税
額
が
免

除
さ
れ
な
い
制
度
を
、５
年
経
過
時
点
で
免
除
す
る

制
度
に
改
め
る
。

 

③
対
象
会
社
規
模
を
拡
大
す
る
。

(3) 

親
族
外
へ
の
事
業
承
継
に
対
す
る
措
置
の
充
実

(4) 

取
引
相
場
の
な
い
株
式
の
評
価
の
見
直
し

　 

円
滑
な
事
業
承
継
に
資
す
る
観
点
か
ら
、比
較
対
象
と
な

る
上
場
株
式
の
株
価
の
あ
り
方
や
比
準
要
素
の
あ
り
方

を
見
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

Ⅲ
．地
方
の
あ
り
方

○
地
方
活
性
化
に
は
、国
と
地
方
の
役
割
分
担
を
見
直
し
、財

政
や
行
政
の
効
率
化
を
図
る
地
方
分
権
を
さ
ら
に
進
め
ね

ば
な
ら
な
い
が
、同
時
に
現
在
推
進
中
の
地
方
創
生
戦
略
の

深
化
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。そ
の
共
通
理
念
と
し
て
指
摘

し
て
お
き
た
い
の
は
、地
方
の
自
立
・
自
助
の
精
神
で
あ
る
。

○
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
で
一
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
換
金
性

の
高
い
商
品
券
や
高
額
ま
た
は
返
礼
割
合
の
高
い
返
礼
品

を
送
付
す
る
な
ど
の
過
度
な
競
争
に
は
問
題
が
あ
り
、適

基
本
的
な
課
題

Ⅰ
． 

税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方

１ 

財
政
健
全
化
に
向
け
て

○
消
費
税
率
10
％
へ
の
引
き
上
げ
再
延
期
は
、2
0
1
7
年

４
月
か
ら
2
0
1
9
年
10
月
へ
と
２
年
半
の
大
幅
な
も

の
と
な
っ
た
。こ
れ
に
よ
り
、我
が
国
の
財
政
健
全
化
目

標
に
は
狂
い
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

○
国
民
の
将
来
不
安
を
増
幅
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、財
政
規

律
を
引
き
締
め
直
し
、改
め
て
歳
出
、歳
入
両
面
か
ら
の

強
力
な
改
革
が
求
め
ら
れ
る
。

(1) 

消
費
税
率
10
%
へ
の
引
き
上
げ
は
、財
政
健
全
化
と
社

会
保
障
の
安
定
財
源
確
保
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。

国
民
の
将
来
不
安
を
解
消
す
る
た
め
に
、「
社
会
保
障
と

税
の
一
体
改
革
」の
原
点
に
立
ち
返
っ
て
、2 

0
1
9
年

10
月
の
税
率
引
き
上
げ
が
確
実
に
実
施
で
き
る
よ
う
、

経
済
環
境
の
整
備
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

(2) 

2 

0
1
8
年
度
の
財
政
健
全
化
中
間
目
標
の
設
定
に
伴
い
、

歳
出
面
で
は
18
年
度
ま
で
の
3
年
間
で
政
策
経
費
の
増

加
額
を
1
・
6
兆
円（
社
会
保
障
費
1
・
5
兆
円
、そ
の
他

0
・
1
兆
円
）程
度
に
抑
制
す
る
目
安
を
示
し
た
。今
回

の
骨
太
の
方
針
で
は
、消
費
税
率
引
き
上
げ
延
期
で
中
間

目
標
数
字
へ
の
言
及
が
な
か
っ
た
が
、こ
の
政
策
経
費
の

抑
制
は
確
実
に
行
う
べ
き
で
あ
る
。

(3) 

財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題
で
あ
り
、歳
出
、歳
入
の
一

体
的
改
革
に
よ
っ
て
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。歳
入

で
は
安
易
に
税
の
自
然
増
収
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、

ま
た
歳
出
に
つ
い
て
は
、聖
域
を
設
け
ず
に
分
野
別
の
具

体
的
な
削
減
の
方
策
と
工
程
表
を
明
示
し
、着
実
に
改
革

を
実
行
す
る
よ
う
求
め
る
。

(4) 

消
費
税
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
主
張
し
て
き
た
と
お
り
、

税
率
10
%
程
度
ま
で
は
単
一
税
率
が
望
ま
し
い
が
、政
府

は
税
率
10
%
引
き
上
げ
時
に
軽
減
税
率
制
度
を
導
入
す

る
予
定
と
し
て
い
る
。仮
に
軽
減
税
率
制
度
を
導
入
す
る

の
で
あ
れ
ば
、こ
れ
に
よ
る
減
収
分
に
つ
い
て
安
定
的
な

恒
久
財
源
を
確
保
す
る
べ
き
で
あ
る
。

(5) 

国
債
の
信
認
が
揺
ら
い
だ
場
合
、金
利
の
急
上
昇
な
ど
金

融
資
本
市
場
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、成
長
を
阻
害
す
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。市
場
の
動
向
を
踏
ま
え
た
細
心
の

財
政
運
営
が
求
め
ら
れ
る
。

２
． 

社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
基
本
的
考
え
方

○
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
構
築
は
喫
緊
の
課
題
で

あ
り
、「
給
付
」を「
重
点
化
・
効
率
化
」に
よ
っ
て
可
能
な

限
り
抑
制
す
る
と
と
も
に
、適
正
な「
負
担
」を
確
保
す
る

必
要
が
あ
る
。

(1) 

年
金
に
つ
い
て
は
、「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
厳
格
対

応
」「
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
」「
高
所
得
高
齢
者
の
基

礎
年
金
国
庫
負
担
相
当
分
の
年
金
給
付
削
減
」等
、抜
本
的

な
施
策
を
実
施
す
る
。

(2) 

医
療
に
つ
い
て
は
、成
長
分
野
と
位
置
付
け
、大
胆
な
規
制

改
革
を
行
う
必
要
が
あ
る
。給
付
の
急
増
を
抑
制
す
る
た

め
に
診
療
報
酬（
本
体
）体
系
を
見
直
す
と
と
も
に
、ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
の
普
及
率
80
%
以
上
を
早
期
に
達
成
す
る
。

(3) 

介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、制
度
の
持
続
性
を
高
め
る
た
め

に
真
に
介
護
が
必
要
な
者
と
そ
う
で
な
い
者
に
メ
リ
ハ
リ

を
つ
け
、給
付
の
あ
り
方
を
見
直
す
。

(4) 

生
活
保
護
に
つ
い
て
は
、給
付
水
準
の
あ
り
方
な
ど
を
見

直
す
と
と
も
に
、不
正
受
給
の
防
止
な
ど
さ
ら
な
る
厳
格

な
運
用
が
不
可
欠
で
あ
る
。

(5) 

少
子
化
対
策
で
は
、現
金
給
付
よ
り
保
育
所
や
学
童
保
育

等
を
整
備
す
る
な
ど
の
現
物
給
付
に
重
点
を
置
く
べ
き
で

あ
る
。な
お
、子
ど
も
・
子
育
て
支
援
等
の
取
り
組
み
を
着

実
に
推
進
す
る
た
め
に
は
安
定
財
源
を
確
保
す
る
必
要
が

あ
る
。

(6) 

企
業
の
過
度
な
保
険
料
負
担
を
抑
え
、経
済
成
長
を
阻
害

平
成
28
年
度

法
人
会
全
国
大
会
と
一
緒
に
開
催

税
制
改
正
要
望
全
国
大
会

法
人
会
全
国
大
会
と
一
緒
に
開
催

税
制
改
正
要
望
全
国
大
会

大
森
法
人
会
税
制
委
員
長

矢
野
口

　智
一

法

人

会

全

国

大

会

・

税
制
改
正
要
望
全
国
大
会

　
法
人
会
は
「
税
」
を
中
心
に
活
動
し
て
い
る
団
体
と
し
て
、
中
小
企
業
に
と
っ
て
適
切
な
税
制
の
確
立
の

た
め
、
毎
年
税
制
改
正
要
望
大
会
を
開
催
し
て
、
決
議
さ
れ
た
要
望
事
項
は
政
府
や
国
会
な
ど
へ
の
強
い

働
き
か
け
に
よ
り
、
法
人
税
制
の
改
革
が
実
現
さ
れ
る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
に
も
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
い

ま
す
。

　
平
成
29
年
度
税
制
改
正
要
望
は
10
月
20
日
長
崎
ブ
リ
ッ
ク
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、
全
国
各
地
の
法
人
会
を

代
表
す
る
1
、9
0
0
名
の
参
加
に
よ
り
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
29
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言（
要
約
）

平
成
29
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言（
要
約
）
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し
な
い
よ
う
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
。

３
． 
行
政
改
革
の
徹
底

○「
行
革
の
徹
底
」に
は
、地
方
を
含
め
た
政
府
・
議
会
が

「
ま
ず
隗
よ
り
始
め
よ
」の
精
神
に
基
づ
い
て
自
ら
身

を
削
る
こ
と
が
何
よ
り
必
要
で
あ
る
。

(1) 

国
・
地
方
に
お
け
る
議
員
定
数
の
大
胆
な
削
減
、歳
費
の

抑
制
。

(2) 

厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、国
・
地
方
公
務
員
の
人
員

削
減
と
、能
力
を
重
視
し
た
賃
金
体
系
に
よ
る
人
件
費

の
抑
制
。

(3) 

特
別
会
計
と
独
立
行
政
法
人
の
無
駄
の
削
減
。

(4) 

積
極
的
な
民
間
活
力
導
入
を
行
い
成
長
に
つ
な
げ
る
。

４
． 

消
費
税
引
き
上
げ
に
伴
う
対
応
措
置

○
軽
減
税
率
は
何
と
言
っ
て
も
事
業
者
の
事
務
負
担
が
大

き
い
う
え
、税
制
の
簡
素
化
、税
務
執
行
コ
ス
ト
お
よ
び

税
収
確
保
な
ど
の
観
点
か
ら
問
題
が
多
く
、税
率
10
％
程

度
ま
で
は
単
一
税
率
が
望
ま
し
い
こ
と
を
改
め
て
明
確

に
し
て
お
き
た
い
。

○
税
率
引
き
上
げ
に
向
け
て
は
消
費
税
制
度
の
信
頼
性
と

有
効
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
も
、以
下
の
対
応
措
置
が

重
要
で
あ
る
。

(1) 

現
在
施
行
さ
れ
て
い
る「
消
費
税
転
嫁
対
策
特
別
措
置

法
」の
効
果
等
を
検
証
し
、中
小
企
業
が
適
正
に
価
格
転

嫁
で
き
る
よ
う
、さ
ら
に
実
効
性
の
高
い
対
策
を
と
る

べ
き
で
あ
る
。

(2) 

消
費
税
の
滞
納
防
止
は
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
っ
て
よ

り
重
要
な
課
題
と
な
る
。消
費
税
の
制
度
、執
行
面
に
お

い
て
さ
ら
な
る
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

５
． マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

６
． 

今
後
の
税
制
改
革
の
あ
り
方

Ⅱ
．経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

１
． 

法
人
実
効
税
率
に
つ
い
て

○
O
E
C
D
加
盟
国
の
法
人
実
効
税
率
平
均
は
約
25
％
、ア

ジ
ア
主
要
10
カ
国
の
平
均
は
約
22
％
と
な
っ
て
お
り
、こ

れ
ら
と
比
較
す
る
と
依
然
と
し
て
税
率
格
差
が
残
っ
て
い

る
。当
面
は
今
般
の
法
人
実
効
税
率
引
き
下
げ
の
効
果
等

を
確
認
し
つ
つ
、将
来
は
さ
ら
な
る
引
き
下
げ
も
視
野
に

入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

２
． 

中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置

(1) 

中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率
の
特
例
15
％
を
時
限

措
置（
平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で
）で
は
な
く
、本
則
化
す

る
。な
お
、直
ち
に
本
則
化
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、

適
用
期
限
を
延
長
す
る
。ま
た
、昭
和
56
年
以
来
、8
0
0

万
円
以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
軽
減
税
率
の
適
用
所
得

金
額
を
、少
な
く
と
も
1
、6
0
0
万
円
程
度
に
引
き
上
げ

る
。

(2) 

租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、税
の
公
平
性
・
簡
素
化
の
観

点
か
ら
、政
策
目
的
を
達
し
た
も
の
や
適
用
件
数
の
少
な

い
も
の
は
廃
止
を
含
め
て
整
理
合
理
化
を
行
う
必
要
は

あ
る
が
、中
小
企
業
の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資

す
る
措
置
は
、以
下
の
と
お
り
制
度
を
拡
充
し
、本
則
化

す
べ
き
で
あ
る
。な
お
、中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
の
適

用
期
限
が
平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、直
ち
に
本
則
化
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、

適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

①
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て
は
、対
象
設
備
を

拡
充
し
た
う
え
、「
中
古
設
備
」を
含
め
る
。

②
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
損
金
算
入
の
特

例
に
つ
い
て
は
、損
金
算
入
額
の
上
限（
合
計
3
0
0

万
円
）を
撤
廃
す
る
。

(3) 

中
小
法
人
課
税
に
つ
い
て
、適
用
さ
れ
る
中
小
法
人
の
範
囲

（
現
行
　
資
本
金
１
億
円
以
下
）を
見
直
す
こ
と
が
検
討
さ

れ
て
い
る
が
、資
本
金
以
外
の「
他
の
指
標（
例
え
ば
、所
得

金
額
や
売
上
高
）」を
使
用
し
た
場
合
、毎
年
度
金
額
が
変

動
す
る
、業
種
や
企
業
規
模
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
指
標
を
定

め
る
必
要
が
あ
る
等
、経
営
面
で
混
乱
が
生
じ
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
。こ
の
た
め
、中
小
企
業
の
活
力
増
大
と
成
長
の

促
進
に
資
す
る
観
点
か
ら
も
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

３
． 

事
業
承
継
税
制
の
拡
充

○
我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め
る
中
小
企
業
は
、地
域
経
済

の
活
性
化
や
雇
用
の
確
保
な
ど
に
大
き
く
貢
献
し
て
お
り
、

経
済
社
会
を
支
え
る
基
盤
と
も
い
え
る
存
在
で
あ
る
。そ

の
中
小
企
業
が
相
続
税
の
負
担
等
に
よ
り
事
業
が
継
承
で

き
な
く
な
れ
ば
、我
が
国
経
済
社
会
の
根
幹
が
揺
ら
ぐ
こ

と
に
な
る
。

(1) 

事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と
切
り
離
し
た
本
格
的
な
事

業
承
継
税
制
の
創
設

　 

事
業
に
資
す
る
相
続
に
つ
い
て
は
、事
業
従
事
を
条
件
と

し
て
他
の
一
般
財
産
と
切
り
離
し
、非
上
場
株
式
を
含
め

て
事
業
用
資
産
へ
の
課
税
を
軽
減
あ
る
い
は
控
除
す
る
、

欧
州
並
み
の
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
の
創
設
が
求
め

ら
れ
る
。

(2) 

相
続
税
、贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
に
つ
い
て
要
件
緩
和

と
充
実

①
株
式
総
数
上
限（
３
分
の
２
）の
撤
廃
と
相
続
税
の
納

税
猶
予
割
合（
80
％
）を
1
0
0
％
に
引
き
上
げ
る
。

②
死
亡
時
ま
で
株
式
を
所
有
し
な
い
と
猶
予
税
額
が
免

除
さ
れ
な
い
制
度
を
、５
年
経
過
時
点
で
免
除
す
る

制
度
に
改
め
る
。

 

③
対
象
会
社
規
模
を
拡
大
す
る
。

(3) 

親
族
外
へ
の
事
業
承
継
に
対
す
る
措
置
の
充
実

(4) 

取
引
相
場
の
な
い
株
式
の
評
価
の
見
直
し

　 

円
滑
な
事
業
承
継
に
資
す
る
観
点
か
ら
、比
較
対
象
と
な

る
上
場
株
式
の
株
価
の
あ
り
方
や
比
準
要
素
の
あ
り
方

を
見
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

Ⅲ
．地
方
の
あ
り
方

○
地
方
活
性
化
に
は
、国
と
地
方
の
役
割
分
担
を
見
直
し
、財

政
や
行
政
の
効
率
化
を
図
る
地
方
分
権
を
さ
ら
に
進
め
ね

ば
な
ら
な
い
が
、同
時
に
現
在
推
進
中
の
地
方
創
生
戦
略
の

深
化
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。そ
の
共
通
理
念
と
し
て
指
摘

し
て
お
き
た
い
の
は
、地
方
の
自
立
・
自
助
の
精
神
で
あ
る
。

○
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
で
一
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
換
金
性

の
高
い
商
品
券
や
高
額
ま
た
は
返
礼
割
合
の
高
い
返
礼
品

を
送
付
す
る
な
ど
の
過
度
な
競
争
に
は
問
題
が
あ
り
、適

基
本
的
な
課
題

Ⅰ
． 

税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方

１ 

財
政
健
全
化
に
向
け
て

○
消
費
税
率
10
％
へ
の
引
き
上
げ
再
延
期
は
、2
0
1
7
年

４
月
か
ら
2
0
1
9
年
10
月
へ
と
２
年
半
の
大
幅
な
も

の
と
な
っ
た
。こ
れ
に
よ
り
、我
が
国
の
財
政
健
全
化
目

標
に
は
狂
い
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

○
国
民
の
将
来
不
安
を
増
幅
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、財
政
規

律
を
引
き
締
め
直
し
、改
め
て
歳
出
、歳
入
両
面
か
ら
の

強
力
な
改
革
が
求
め
ら
れ
る
。

(1) 

消
費
税
率
10
%
へ
の
引
き
上
げ
は
、財
政
健
全
化
と
社

会
保
障
の
安
定
財
源
確
保
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。

国
民
の
将
来
不
安
を
解
消
す
る
た
め
に
、「
社
会
保
障
と

税
の
一
体
改
革
」の
原
点
に
立
ち
返
っ
て
、2 

0
1
9
年

10
月
の
税
率
引
き
上
げ
が
確
実
に
実
施
で
き
る
よ
う
、

経
済
環
境
の
整
備
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

(2) 

2 

0
1
8
年
度
の
財
政
健
全
化
中
間
目
標
の
設
定
に
伴
い
、

歳
出
面
で
は
18
年
度
ま
で
の
3
年
間
で
政
策
経
費
の
増

加
額
を
1
・
6
兆
円（
社
会
保
障
費
1
・
5
兆
円
、そ
の
他

0
・
1
兆
円
）程
度
に
抑
制
す
る
目
安
を
示
し
た
。今
回

の
骨
太
の
方
針
で
は
、消
費
税
率
引
き
上
げ
延
期
で
中
間

目
標
数
字
へ
の
言
及
が
な
か
っ
た
が
、こ
の
政
策
経
費
の

抑
制
は
確
実
に
行
う
べ
き
で
あ
る
。

(3) 

財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題
で
あ
り
、歳
出
、歳
入
の
一

体
的
改
革
に
よ
っ
て
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。歳
入

で
は
安
易
に
税
の
自
然
増
収
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、

ま
た
歳
出
に
つ
い
て
は
、聖
域
を
設
け
ず
に
分
野
別
の
具

体
的
な
削
減
の
方
策
と
工
程
表
を
明
示
し
、着
実
に
改
革

を
実
行
す
る
よ
う
求
め
る
。

(4) 

消
費
税
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
主
張
し
て
き
た
と
お
り
、

税
率
10
%
程
度
ま
で
は
単
一
税
率
が
望
ま
し
い
が
、政
府

は
税
率
10
%
引
き
上
げ
時
に
軽
減
税
率
制
度
を
導
入
す

る
予
定
と
し
て
い
る
。仮
に
軽
減
税
率
制
度
を
導
入
す
る

の
で
あ
れ
ば
、こ
れ
に
よ
る
減
収
分
に
つ
い
て
安
定
的
な

恒
久
財
源
を
確
保
す
る
べ
き
で
あ
る
。

(5) 

国
債
の
信
認
が
揺
ら
い
だ
場
合
、金
利
の
急
上
昇
な
ど
金

融
資
本
市
場
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、成
長
を
阻
害
す
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。市
場
の
動
向
を
踏
ま
え
た
細
心
の

財
政
運
営
が
求
め
ら
れ
る
。

２
． 

社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
基
本
的
考
え
方

○
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
構
築
は
喫
緊
の
課
題
で

あ
り
、「
給
付
」を「
重
点
化
・
効
率
化
」に
よ
っ
て
可
能
な

限
り
抑
制
す
る
と
と
も
に
、適
正
な「
負
担
」を
確
保
す
る

必
要
が
あ
る
。

(1) 

年
金
に
つ
い
て
は
、「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
厳
格
対

応
」「
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
」「
高
所
得
高
齢
者
の
基

礎
年
金
国
庫
負
担
相
当
分
の
年
金
給
付
削
減
」等
、抜
本
的

な
施
策
を
実
施
す
る
。

(2) 

医
療
に
つ
い
て
は
、成
長
分
野
と
位
置
付
け
、大
胆
な
規
制

改
革
を
行
う
必
要
が
あ
る
。給
付
の
急
増
を
抑
制
す
る
た

め
に
診
療
報
酬（
本
体
）体
系
を
見
直
す
と
と
も
に
、ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
の
普
及
率
80
%
以
上
を
早
期
に
達
成
す
る
。

(3) 

介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、制
度
の
持
続
性
を
高
め
る
た
め

に
真
に
介
護
が
必
要
な
者
と
そ
う
で
な
い
者
に
メ
リ
ハ
リ

を
つ
け
、給
付
の
あ
り
方
を
見
直
す
。

(4) 

生
活
保
護
に
つ
い
て
は
、給
付
水
準
の
あ
り
方
な
ど
を
見

直
す
と
と
も
に
、不
正
受
給
の
防
止
な
ど
さ
ら
な
る
厳
格

な
運
用
が
不
可
欠
で
あ
る
。

(5) 

少
子
化
対
策
で
は
、現
金
給
付
よ
り
保
育
所
や
学
童
保
育

等
を
整
備
す
る
な
ど
の
現
物
給
付
に
重
点
を
置
く
べ
き
で

あ
る
。な
お
、子
ど
も
・
子
育
て
支
援
等
の
取
り
組
み
を
着

実
に
推
進
す
る
た
め
に
は
安
定
財
源
を
確
保
す
る
必
要
が

あ
る
。

(6) 

企
業
の
過
度
な
保
険
料
負
担
を
抑
え
、経
済
成
長
を
阻
害

平
成
28
年
度

法
人
会
全
国
大
会
と
一
緒
に
開
催

税
制
改
正
要
望
全
国
大
会

法
人
会
全
国
大
会
と
一
緒
に
開
催

税
制
改
正
要
望
全
国
大
会

大
森
法
人
会
税
制
委
員
長

矢
野
口

　智
一

法

人

会

全

国

大

会

・

税
制
改
正
要
望
全
国
大
会

　
法
人
会
は
「
税
」
を
中
心
に
活
動
し
て
い
る
団
体
と
し
て
、
中
小
企
業
に
と
っ
て
適
切
な
税
制
の
確
立
の

た
め
、
毎
年
税
制
改
正
要
望
大
会
を
開
催
し
て
、
決
議
さ
れ
た
要
望
事
項
は
政
府
や
国
会
な
ど
へ
の
強
い

働
き
か
け
に
よ
り
、
法
人
税
制
の
改
革
が
実
現
さ
れ
る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
に
も
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
い

ま
す
。

　
平
成
29
年
度
税
制
改
正
要
望
は
10
月
20
日
長
崎
ブ
リ
ッ
ク
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、
全
国
各
地
の
法
人
会
を

代
表
す
る
1
、9
0
0
名
の
参
加
に
よ
り
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
29
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言（
要
約
）

平
成
29
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言（
要
約
）



おおもり法人ニュース　平成28年11月20日　第295号　⑧⑨　おおもり法人ニュース　平成28年11月20日　第295号

◎
経
済
の
再
生
と
財
政
健
全
化
を

　
　目
指
し
、

　歳
出
・
歳
入
の
一
体
的
改
革
を
！

◎
適
正
な
負
担
と
給
付
の

　
　重
点
化
・
効
率
化
で
、

　持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の

　
　確
立
を
！

◎
中
小
企
業
の
重
要
性
を

　
　認
識
し
、

　活
性
化
に
資
す
る

　
　税
制
措
置
の
拡
充
を
！

◎
中
小
企
業
に
と
っ
て

　
　事
業
承
継
は
重
要
な
課
題
。

　本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
の

　
　創
設
を
！

大
会
宣
言

大
会
宣
言

法
人
会
全
国
大
会
・
長
崎
大
会

平
成
29
年
度

税
制
改
正
ス
ロ
ー
ガ
ン

　
切
な
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

○
異
常
な
水
準
に
ま
で
悪
化
し
た
我
が
国
財
政
を
考
え
る

と
、国
だ
け
で
な
く
地
方
の
財
政
規
律
の
確
立
も
欠
か
せ

な
い
。と
く
に
、国
が
地
方
の
財
源
を
手
厚
く
保
障
し
て

い
る
地
方
交
付
税
の
改
革
を
さ
ら
に
進
め
、地
方
は
必
要

な
安
定
財
源
の
確
保
や
行
政
改
革
に
つ
い
て
も
、自
ら
の

責
任
で
企
画
・
立
案
し
実
行
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

(1) 

地
方
創
生
で
は
、さ
ら
な
る
税
制
上
の
施
策
に
よ
る
本
社

機
能
移
転
の
促
進
、地
元
の
特
性
に
根
差
し
た
技
術
の
活

用
、地
元
大
学
と
の
連
携
な
ど
に
よ
る
技
術
集
積
づ
く
り

や
人
材
育
成
等
、実
効
性
の
あ
る
改
革
を
大
胆
に
行
う
必

要
が
あ
る
。

(2) 

広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化
の
観
点
か
ら
道
州
制
の
導
入

に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。基
礎
自
治
体（
人
口
30

万
人
程
度
）の
拡
充
を
図
る
た
め
、さ
ら
な
る
市
町
村
合

併
を
推
進
し
、合
併
メ
リ
ッ
ト
を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
。

(3) 

地
方
に
お
い
て
も
、そ
れ
ぞ
れ
行
財
政
改
革
を
行
う
た
め

に
、民
間
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
活
か
し
た「
事
業
仕
分
け
」

の
よ
う
な
手
法
を
広
く
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

(4) 

地
方
公
務
員
給
与
は
、国
家
公
務
員
給
与
と
比
べ
た
ラ
ス

パ
イ
レ
ス
指
数（
全
国
平
均
ベ
ー
ス
）が
是
正
さ
れ
つ
つ

あ
る
も
の
の
、依
然
と
し
て
そ
の
水
準
は
高
く
、適
正
水

準
に
是
正
す
る
必
要
が
あ
る
。そ
の
た
め
に
は
国
家
公
務

員
に
準
拠
す
る
だ
け
で
な
く
、地
域
の
民
間
企
業
の
実
態

に
準
拠
し
た
給
与
体
系
に
見
直
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

(5) 

地
方
議
会
は
、大
胆
に
ス
リ
ム
化
す
る
と
と
も
に
、よ
り

納
税
者
の
視
点
に
立
っ
て
行
政
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機

能
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。ま
た
、高
す
ぎ
る
議
員
報
酬

の
一
層
の
削
減
と
政
務
活
動
費
の
適
正
化
を
求
め
る
。行

政
委
員
会
委
員
の
報
酬
に
つ
い
て
も
日
当
制
を
広
く
導

入
す
る
な
ど
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅳ
．震
災
復
興

○
東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
は
、本
年
４
月
か
ら「
復
興
・
創

生
期
間（
平
成
28
年
度
〜
32
年
度
）」に
入
っ
た
が
、被
災

地
の
復
興
、産
業
の
進
展
は
い
ま
だ
道
半
ば
で
あ
る
。今

後
の
復
興
事
業
に
当
た
っ
て
は
こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十

分
に
検
証
し
、予
算
を
適
正
か
つ
迅
速
に
執
行
す
る
と
と

も
に
、原
発
事
故
へ
の
対
応
を
含
め
て
引
き
続
き
、適
切

な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。ま
た
、被
災
地
に
お
け
る

企
業
の
定
着
、雇
用
確
保
を
図
る
観
点
な
ど
か
ら
、実
効

性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め
る
。

○
本
年
４
月
に
起
こ
っ
た
熊
本
地
震
に
つ
い
て
も
、東
日
本

大
震
災
の
対
応
な
ど
を
踏
ま
え
、適
切
な
支
援
と
実
効
性

の
あ
る
措
置
を
講
じ
、被
災
地
の
確
実
な
復
旧
・
復
興
の

実
現
に
向
け
て
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

○
今
後
も
大
規
模
な
災
害
が
発
生
す
る
と
予
想
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、「
大
規
模
自
然
災
害
を
想
定
し
た
税
制
」の

整
備
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

Ⅴ
．そ
の
他

１
．納
税
環
境
の
整
備

２
．租
税
教
育
の
充
実

《
税
目
別
の
具
体
的
課
題
》

法
人
税
関
係

１
．役
員
給
与
の
損
金
算
入
の
拡
充

(1) 

役
員
給
与
は
原
則
損
金
算
入
と
す
べ
き

(2) 

同
族
会
社
も
利
益
連
動
給
与
の
損
金
算
入
を
認
め
る
べ

き
２
．公
益
法
人
課
税

所
得
税
関
係

１
．所
得
税
の
あ
り
方

(1) 

基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
の
回
復

(2) 

各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

(3)  

個
人
住
民
税
の
均
等
割

２
．少
子
化
対
策

相
続
税
・
贈
与
税
関
係

１
．相
続
税
の
負
担
率
は
す
で
に
先
進
主
要
国
並
み
で
あ
る
こ

と
か
ら
、こ
れ
以
上
の
課
税
強
化
は
行
う
べ
き
で
は
な
い
。

２
．贈
与
税
は
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る
よ
う
見
直
す
べ
き
で

あ
る
。

(1) 

贈
与
税
の
基
礎
控
除
を
引
き
上
げ
る
。

(2) 

相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
特
別
控
除
額（
２
、５
０
０
万

円
）を
引
き
上
げ
る
。

地
方
税
関
係

１
．固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直
し

(1) 

商
業
地
等
の
宅
地
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
は
、よ
り
収

益
性
を
考
慮
し
た
評
価
に
見
直
す
。

(2) 

居
住
用
家
屋
の
評
価
は
経
過
年
数
に
応
じ
た
評
価
方
法

に
見
直
す
。

(3) 

償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、「
少
額
資
産
」の
範
囲
を
国
税
の

中
小
企
業
の
少
額
減
価
償
却
資
産（
30
万
円
）に
ま
で
拡

大
す
る
。ま
た
、将
来
的
に
は
廃
止
も
検
討
す
べ
き
で
あ

る
。

(4) 

国
土
交
通
省
、総
務
省
、国
税
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に

応
じ
て
土
地
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
が
、行
政
の
効
率
化

の
観
点
か
ら
評
価
体
制
は
一
元
化
す
べ
き
で
あ
る
。

２
．事
業
所
税
の
廃
止

３
．超
過
課
税

４
．法
定
外
目
的
税

そ
の
他

１
．配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
の
見
直
し

２
．電
子
申
告

平
成
28
年
10
月
20
日

　
　
　
全
国
法
人
会
総
連
合
全
国
大
会

　
わ
れ
わ
れ
法
人
会
は
、新
公
益
法
人
等
へ
の
移
行
を
契
機
に
、昨
年
、新

た
な
理
念
を
制
定
し
、「
税
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
た
る
経
営
者
の
団

体
」と
し
て
、「
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
」等
、税
を
中
心
と
す
る
活
動
を

積
極
的
に
展
開
し
、引
き
続
き
広
く
社
会
へ
貢
献
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

　
現
在
、わ
が
国
経
済
は
、消
費
者
マ
イ
ン
ド
に
足
踏
み
が
見
ら
れ
、こ
の

と
こ
ろ
一
部
に
弱
さ
も
見
ら
れ
る
も
の
の
、緩
や
か
な
回
復
基
調
が
続
い

て
い
る
。一
方
、海
外
に
お
い
て
は
、中
国
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
新
興

国
や
資
源
国
等
の
景
気
の
下
振
れ
、英
国
の
E
U
離
脱
問
題
な
ど
が
あ
り
、

先
行
き
に
不
透
明
感
が
高
ま
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
な
か
、ア
べ
ノ
ミ
ク
ス
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
金

融
政
策
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
始
め
て
お
り
、デ
フ
レ
か
ら
完
全
に
脱
却
す

る
た
め
に
は
、抜
本
的
な
規
制
改
革
の
実
施
な
ど
成
長
力
の
確
保
に
向
け

た
取
組
み
の
強
化
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。ま
た
、国
家
的
課
題
で
あ
る

財
政
健
全
化
に
つ
い
て
は
、消
費
税
の
税
率
引
き
上
げ
が
再
延
期
さ
れ
る

こ
と
を
踏
ま
え
、歳
出
・
歳
入
一
体
に
よ
る
強
固
な
改
革
工
程
を
改
め
て

策
定
し
、明
確
な
道
筋
を
示
す
必
要
が
あ
る
。

　
法
人
会
は
、こ
れ
ま
で
法
人
実
効
税
率
の
引
き
下
げ
を
提
言
し
て
き
た

が
、平
成
28
年
度
税
制
改
正
に
よ
り「
法
人
実
効
税
率
20
%
台
」が
実
現
し
、

大
き
な
前
進
が
図
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。し
か
し
な
が
ら
、真
の
経
済

再
生
の
た
め
に
は
、地
域
経
済
と
雇
用
を
担
う
中
小
企
業
の
力
強
い
成
長

を
促
す
税
制
の
確
立
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
法
人
会
は
、「
中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
」、「
本
格

的
な
事
業
承
継
税
制
の
創
設
」等
を
中
心
と
す
る「
平
成
29
年
度
税
制
改

正
に
関
す
る
提
言
」の
実
現
を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
創
設
以
来
、納
税
意
識
の
高
揚
に
努
め
て
き
た
法
人
会
は
、こ
こ
長
崎

の
地
で
全
国
の
会
員
企
業
の
総
意
と
し
て
、以
上
宜
言
す
る
。

をクリック大森法人会 検索
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◎
経
済
の
再
生
と
財
政
健
全
化
を

　
　目
指
し
、

　歳
出
・
歳
入
の
一
体
的
改
革
を
！

◎
適
正
な
負
担
と
給
付
の

　
　重
点
化
・
効
率
化
で
、

　持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の

　
　確
立
を
！

◎
中
小
企
業
の
重
要
性
を

　
　認
識
し
、

　活
性
化
に
資
す
る

　
　税
制
措
置
の
拡
充
を
！

◎
中
小
企
業
に
と
っ
て

　
　事
業
承
継
は
重
要
な
課
題
。

　本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
の

　
　創
設
を
！

大
会
宣
言

大
会
宣
言

法
人
会
全
国
大
会
・
長
崎
大
会

平
成
29
年
度

税
制
改
正
ス
ロ
ー
ガ
ン

　
切
な
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

○
異
常
な
水
準
に
ま
で
悪
化
し
た
我
が
国
財
政
を
考
え
る

と
、国
だ
け
で
な
く
地
方
の
財
政
規
律
の
確
立
も
欠
か
せ

な
い
。と
く
に
、国
が
地
方
の
財
源
を
手
厚
く
保
障
し
て

い
る
地
方
交
付
税
の
改
革
を
さ
ら
に
進
め
、地
方
は
必
要

な
安
定
財
源
の
確
保
や
行
政
改
革
に
つ
い
て
も
、自
ら
の

責
任
で
企
画
・
立
案
し
実
行
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

(1) 

地
方
創
生
で
は
、さ
ら
な
る
税
制
上
の
施
策
に
よ
る
本
社

機
能
移
転
の
促
進
、地
元
の
特
性
に
根
差
し
た
技
術
の
活

用
、地
元
大
学
と
の
連
携
な
ど
に
よ
る
技
術
集
積
づ
く
り

や
人
材
育
成
等
、実
効
性
の
あ
る
改
革
を
大
胆
に
行
う
必

要
が
あ
る
。

(2) 

広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化
の
観
点
か
ら
道
州
制
の
導
入

に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。基
礎
自
治
体（
人
口
30

万
人
程
度
）の
拡
充
を
図
る
た
め
、さ
ら
な
る
市
町
村
合

併
を
推
進
し
、合
併
メ
リ
ッ
ト
を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
。

(3) 

地
方
に
お
い
て
も
、そ
れ
ぞ
れ
行
財
政
改
革
を
行
う
た
め

に
、民
間
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
活
か
し
た「
事
業
仕
分
け
」

の
よ
う
な
手
法
を
広
く
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

(4) 

地
方
公
務
員
給
与
は
、国
家
公
務
員
給
与
と
比
べ
た
ラ
ス

パ
イ
レ
ス
指
数（
全
国
平
均
ベ
ー
ス
）が
是
正
さ
れ
つ
つ

あ
る
も
の
の
、依
然
と
し
て
そ
の
水
準
は
高
く
、適
正
水

準
に
是
正
す
る
必
要
が
あ
る
。そ
の
た
め
に
は
国
家
公
務

員
に
準
拠
す
る
だ
け
で
な
く
、地
域
の
民
間
企
業
の
実
態

に
準
拠
し
た
給
与
体
系
に
見
直
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

(5) 

地
方
議
会
は
、大
胆
に
ス
リ
ム
化
す
る
と
と
も
に
、よ
り

納
税
者
の
視
点
に
立
っ
て
行
政
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機

能
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。ま
た
、高
す
ぎ
る
議
員
報
酬

の
一
層
の
削
減
と
政
務
活
動
費
の
適
正
化
を
求
め
る
。行

政
委
員
会
委
員
の
報
酬
に
つ
い
て
も
日
当
制
を
広
く
導

入
す
る
な
ど
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅳ
．震
災
復
興

○
東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
は
、本
年
４
月
か
ら「
復
興
・
創

生
期
間（
平
成
28
年
度
〜
32
年
度
）」に
入
っ
た
が
、被
災

地
の
復
興
、産
業
の
進
展
は
い
ま
だ
道
半
ば
で
あ
る
。今

後
の
復
興
事
業
に
当
た
っ
て
は
こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十

分
に
検
証
し
、予
算
を
適
正
か
つ
迅
速
に
執
行
す
る
と
と

も
に
、原
発
事
故
へ
の
対
応
を
含
め
て
引
き
続
き
、適
切

な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。ま
た
、被
災
地
に
お
け
る

企
業
の
定
着
、雇
用
確
保
を
図
る
観
点
な
ど
か
ら
、実
効

性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め
る
。

○
本
年
４
月
に
起
こ
っ
た
熊
本
地
震
に
つ
い
て
も
、東
日
本

大
震
災
の
対
応
な
ど
を
踏
ま
え
、適
切
な
支
援
と
実
効
性

の
あ
る
措
置
を
講
じ
、被
災
地
の
確
実
な
復
旧
・
復
興
の

実
現
に
向
け
て
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

○
今
後
も
大
規
模
な
災
害
が
発
生
す
る
と
予
想
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、「
大
規
模
自
然
災
害
を
想
定
し
た
税
制
」の

整
備
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

Ⅴ
．そ
の
他

１
．納
税
環
境
の
整
備

２
．租
税
教
育
の
充
実

《
税
目
別
の
具
体
的
課
題
》

法
人
税
関
係

１
．役
員
給
与
の
損
金
算
入
の
拡
充

(1) 

役
員
給
与
は
原
則
損
金
算
入
と
す
べ
き

(2) 

同
族
会
社
も
利
益
連
動
給
与
の
損
金
算
入
を
認
め
る
べ

き
２
．公
益
法
人
課
税

所
得
税
関
係

１
．所
得
税
の
あ
り
方

(1) 

基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
の
回
復

(2) 

各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

(3)  

個
人
住
民
税
の
均
等
割

２
．少
子
化
対
策

相
続
税
・
贈
与
税
関
係

１
．相
続
税
の
負
担
率
は
す
で
に
先
進
主
要
国
並
み
で
あ
る
こ

と
か
ら
、こ
れ
以
上
の
課
税
強
化
は
行
う
べ
き
で
は
な
い
。

２
．贈
与
税
は
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る
よ
う
見
直
す
べ
き
で

あ
る
。

(1) 

贈
与
税
の
基
礎
控
除
を
引
き
上
げ
る
。

(2) 

相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
特
別
控
除
額（
２
、５
０
０
万

円
）を
引
き
上
げ
る
。

地
方
税
関
係

１
．固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直
し

(1) 

商
業
地
等
の
宅
地
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
は
、よ
り
収

益
性
を
考
慮
し
た
評
価
に
見
直
す
。

(2) 

居
住
用
家
屋
の
評
価
は
経
過
年
数
に
応
じ
た
評
価
方
法

に
見
直
す
。

(3) 

償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、「
少
額
資
産
」の
範
囲
を
国
税
の

中
小
企
業
の
少
額
減
価
償
却
資
産（
30
万
円
）に
ま
で
拡

大
す
る
。ま
た
、将
来
的
に
は
廃
止
も
検
討
す
べ
き
で
あ

る
。

(4) 

国
土
交
通
省
、総
務
省
、国
税
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に

応
じ
て
土
地
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
が
、行
政
の
効
率
化

の
観
点
か
ら
評
価
体
制
は
一
元
化
す
べ
き
で
あ
る
。

２
．事
業
所
税
の
廃
止

３
．超
過
課
税

４
．法
定
外
目
的
税

そ
の
他

１
．配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
の
見
直
し

２
．電
子
申
告

平
成
28
年
10
月
20
日

　
　
　
全
国
法
人
会
総
連
合
全
国
大
会

　
わ
れ
わ
れ
法
人
会
は
、新
公
益
法
人
等
へ
の
移
行
を
契
機
に
、昨
年
、新

た
な
理
念
を
制
定
し
、「
税
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
た
る
経
営
者
の
団

体
」と
し
て
、「
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
」等
、税
を
中
心
と
す
る
活
動
を

積
極
的
に
展
開
し
、引
き
続
き
広
く
社
会
へ
貢
献
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

　
現
在
、わ
が
国
経
済
は
、消
費
者
マ
イ
ン
ド
に
足
踏
み
が
見
ら
れ
、こ
の

と
こ
ろ
一
部
に
弱
さ
も
見
ら
れ
る
も
の
の
、緩
や
か
な
回
復
基
調
が
続
い

て
い
る
。一
方
、海
外
に
お
い
て
は
、中
国
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
新
興

国
や
資
源
国
等
の
景
気
の
下
振
れ
、英
国
の
E
U
離
脱
問
題
な
ど
が
あ
り
、

先
行
き
に
不
透
明
感
が
高
ま
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
な
か
、ア
べ
ノ
ミ
ク
ス
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
金

融
政
策
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
始
め
て
お
り
、デ
フ
レ
か
ら
完
全
に
脱
却
す

る
た
め
に
は
、抜
本
的
な
規
制
改
革
の
実
施
な
ど
成
長
力
の
確
保
に
向
け

た
取
組
み
の
強
化
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。ま
た
、国
家
的
課
題
で
あ
る

財
政
健
全
化
に
つ
い
て
は
、消
費
税
の
税
率
引
き
上
げ
が
再
延
期
さ
れ
る

こ
と
を
踏
ま
え
、歳
出
・
歳
入
一
体
に
よ
る
強
固
な
改
革
工
程
を
改
め
て

策
定
し
、明
確
な
道
筋
を
示
す
必
要
が
あ
る
。

　
法
人
会
は
、こ
れ
ま
で
法
人
実
効
税
率
の
引
き
下
げ
を
提
言
し
て
き
た

が
、平
成
28
年
度
税
制
改
正
に
よ
り「
法
人
実
効
税
率
20
%
台
」が
実
現
し
、

大
き
な
前
進
が
図
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。し
か
し
な
が
ら
、真
の
経
済

再
生
の
た
め
に
は
、地
域
経
済
と
雇
用
を
担
う
中
小
企
業
の
力
強
い
成
長

を
促
す
税
制
の
確
立
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
法
人
会
は
、「
中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
」、「
本
格

的
な
事
業
承
継
税
制
の
創
設
」等
を
中
心
と
す
る「
平
成
29
年
度
税
制
改

正
に
関
す
る
提
言
」の
実
現
を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
創
設
以
来
、納
税
意
識
の
高
揚
に
努
め
て
き
た
法
人
会
は
、こ
こ
長
崎

の
地
で
全
国
の
会
員
企
業
の
総
意
と
し
て
、以
上
宜
言
す
る
。

をクリック大森法人会 検索
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▲講師  ㈱ブレーン  岩見 誠氏

10/2（日）  税金クイズ  参加者300名

▲皆さん真剣なまなざしです！

　大森法人会では、各地域のイベントに参加！
　イベントでは、「税金クイズ」、「暮らしの税情報」の配布、
法人会のPRもかねて、「こどもミュージカル」を実施しました。
　各会場とも大変盛り上がり、子供たちの「笑顔」が絶えない
ひと時でした。

ひろばひろばひろばひろば
地域イベント参加

大森まち活フェスタ
会場  大森駅東口ロータリー広場

7/23（土）  税金クイズ  参加者150名

馬込盆踊り大会
会場  馬込第三小学校

8/27（土）  税金クイズ  参加者150名
ミハラ通り夜店フェステバル        
会場  美原通り商店街

8/28（日）  イベント  参加者400名
第14回池上祭
会場  池上会館 「こどもミュージカル」

8/30（火）  参加者10名                 

森友会懇親会
10/4（火）  参加者41名

迎賓館・浅草散策と隅田川ライン下り
　大森法人会、理事・監事経験者の会「森友会」。初
めに、法人会の近況報告が行われ、「より良い法人
会活動をするためには」について、意見交換。
　その後マジシャンを迎えて懇親会を実施。　

　先月実施予定のはずが、外国からの来賓のため見
学中止になった迎賓館。
　見学会も延期し、今回リベンジ。
　しかし当日は先月見学中止の影響が関係し、迎賓
館は大混雑！残念ながら館内は見学する事が出来ま
せんでした。交流会場の「うまや」では、お酒が入り会
話も弾み、楽しい時間を過ごしました。

理事OB会 女性部会施設見学会

7/26（火）  参加者12名                

法人会パソコンセミナー
「便利なワード裏技講座」             

9/27（火）  参加者23名               

青年部会研修会 

　日常業務で使用している「ワード」。文書作成など
の作成時間を大幅に短縮できる、様 な々便利な機能
をピックアップして学習し、各自のスキルを向上しま
した。

　青年部会では、e-TAX利用の理解についてと、今
注目の“AI”がビジネス界に与える影響や、AIが代替
する業務について、未来のビジネスモデルについて
研修しました。

法人会研修会

「AI（人工知能）はビジネスをどう変えるのか」

▲講師 大森税務署 川勝上席
　　　 ジャイロ総合コンサルティング㈱  大木 ヒロシ氏

▲うーんむずかしいな？▲パネルのヒントを見ながら税金クイズにチャレンジ！

▲クイズに答えた方は、こちらの景品を！
▲公演後ホッと胸を撫で下ろす劇団員の皆さんとの
　ワンカット
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　イベントでは、「税金クイズ」、「暮らしの税情報」の配布、
法人会のPRもかねて、「こどもミュージカル」を実施しました。
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森友会懇親会
10/4（火）  参加者41名

迎賓館・浅草散策と隅田川ライン下り
　大森法人会、理事・監事経験者の会「森友会」。初
めに、法人会の近況報告が行われ、「より良い法人
会活動をするためには」について、意見交換。
　その後マジシャンを迎えて懇親会を実施。　
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する業務について、未来のビジネスモデルについて
研修しました。

法人会研修会

「AI（人工知能）はビジネスをどう変えるのか」

▲講師 大森税務署 川勝上席
　　　 ジャイロ総合コンサルティング㈱  大木 ヒロシ氏

▲うーんむずかしいな？▲パネルのヒントを見ながら税金クイズにチャレンジ！

▲クイズに答えた方は、こちらの景品を！
▲公演後ホッと胸を撫で下ろす劇団員の皆さんとの
　ワンカット



年末資金のご案内
　日本政策金融公庫 国民生活事業は、地域活性化や成長分野に取り組む皆さまを
応援しています。
　ご相談やお問い合わせなど、お気軽にご連絡ください。

▶冬のボーナス用資金として
▶年末キャンペーン用の販売促進費用として
▶年内の買掛金の決済資金として
▶季節イベントの経費として

くわしくは、当社ホームページ www.jfc.go.jpをご覧いただくか、支店の窓口までお問い合わせください。

年末に向けてご相談窓口は大変混み合います。計画的な資金繰りのためにお早めにご相談ください。

例えばこのようなお使いみちに

年末資金の
ご相談を受付中

日本政策金融公庫  大森支店  国民生活事業
〒143-0016 東京都大田区大森北 1-15-17
電話03-3761-7552  

（行 こう よ！ 公 庫）

※ 電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

事業資金相談ダイヤル

0120-154-505

日本政策金融公庫大森支店国民生活事業からのお知らせ

－東京都と都内区市町村からのお知らせです－

◆詳しくはホームページをご覧ください。
　

　

　従業員の方の個人住民税は、事業主の方が従業員の方に代わり、毎月給与から個人
住民税を差し引き、納入していただく「特別徴収」が原則となっています。
※従業員が常時10人未満の場合は、従業員のお住まいの区市町村に申請書を提出し承認を受け
ることで、年12回の納期を年2回にすることができる「納期の特例」の制度があります。

東京都　特別徴収 検　索

平成29年度から個人住民税の特別徴収を徹底します！
　事業主の皆さまは、特別徴収の実施に向けて、ご協力くださるようお願いいたします。

特別徴収とは？

　特別徴収にしていただくと、所得税のように、税額の計算や年末調整をする手間が
いりません。

特別徴収のメリット

事業主の皆さま

個人住民税ＰＲキャラクター

　毎年恒例となった法人会企業交流会。今年も各支部思考を凝らし実施。
　アトラクションでは、お楽しみ抽選会のほか、“癒し”ミュージシャン通事 誠氏
の生演奏、フレッシュな演奏家の“Summer Quartet”の生演奏や、マジシャン
“COZMO”さんのテーブルマジックなどを鑑賞しました。参加の皆様には、真
夏の夜のひと時を楽しんでいただきました。

おおもり法人ニュース　平成28年11月20日　第295号　⑫⑬　おおもり法人ニュース　平成28年11月20日　第295号

24,152

23,856

7,799

▲5,557

16,353

29,413

148%

81%

平成28年10月末現在　

管内法人数 7,115社
大森法人会員数 1,754社

データ 環境広場

使用量差 昨年比

ガス代

電気代

平成27年10月平成28年10月環境・省エネ活動の一環
で法人会事務局のガス・
電気代の昨年との比較を
掲載しております。

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

ひろばひろばひろばひろば
7/30（土）  参加者52名

法人会企業交流会

第2支部・第5支部合同
（大森西地区・馬込地区）          
会場  松濤園 「櫻」

8/23（火）  参加者52名

▲最高のロケーションで美味しい食事を堪能！ ▲演奏終了後、会場の皆さんから拍手喝采！

▲大人も子供も目の前で繰り広げられるマジックに夢中！ ▲三線から繰り出す独特なリズムが参加者の心に響く！

第3支部
（大森本町地区・大森北地区・山王地区）
会場  大森東急REIホテル

         

8/25（木）  参加者70名

第1支部
（大森南地区・大森東地区・大森中地区）          
会場  大森東急REIホテル              

8/26（金）  参加者43名

第4支部
（中央地区・池上地区）
会場  松濤園 「櫻」
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期限
期限 期限

 １日
２日
 ３日
 ４日
５日
 ６日
 ７日
８日
９日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日

（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）

12月
 １日
 ２日
 ３日
 ４日
５日
 ６日
 ７日
８日
９日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日

（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）

1 月
 １日
 ２日
 ３日
 ４日
５日
 ６日
 ７日
８日
９日
10日
11日
12日
13日

14日

15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日

23日

24日
25日
26日
27日
28日

（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）

（火）

（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）

（木）

（金）
（土）
（日）
（月）
（火）

2 月

年賀郵便取り扱い開始

冬至

　　天皇誕生日
クリスマスイブ
クリスマス

御用納め

大晦日

法人税確定申告書の見方・書き方講座①
13：30～16：00 法人会館 研修室

★決算法人説明会 13：30～16：00 法人会館 研修室
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★
印
の
イ
ベ
ン
ト
は
一
般
の
方
も
参
加
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
事
務
局
0
3（
3
7
5
1
）4
4
8
4
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

77

～～

広報委員会16：00～ 法人会館会議室 終了後年末懇親会

源泉部会施設見学会 宮島・岩国方面一泊二日

女性部会研修会＆年末懇親会14：00～ 法人会館研修室

★新設法人説明会13：30～16：00 法人会館研修室

税制委員会施設見学会

★決算法人説明会13：30～16：00 法人会館研修室

　　

　　 源泉部会役員会16：00～17：30 法人会館会議室

お出かけください。

ジ
ャ
ス
ト
・
ワ
ン
・
ワ
ー
ド

ジ
ャ
ス
ト
・
ワ
ン
・
ワ
ー
ド

税
金
ク
イ
ズ
の
答
え

●
法
人
ニ
ュ
ー
ス
も
今
年
最
後

を
迎
え
ま
し
た
。今
年
を
振
り

返
っ
て
み
る
と
今
ま
で
例
を
見

な
い
災
害
の
多
い
一
年
で
あ
り

ま
し
た
。年
明
け
早
々
東
京
株

式
市
場
が
値
下
が
り
一
万
八
千

円
を
割
り
込
み
、長
野
県
軽
井

沢
町
碓
氷
峠
で
ス
キ
ー
客
を
乗

せ
た
バ
ス
崖
下
転
落
事
故
、尊

い
若
者
の
命
を
十
四
人
も
奪
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。私
は
仕
事

柄
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
ま

し
た
。そ
の
後
、熊
本
地
震
・
異

常
気
象
・
次
々
と
上
陸
す
る
台

風
、こ
れ
ら
す
べ
て
地
球
温
暖

化
の
影
響
な
の
で
し
ょ
う
か
。

来
年
こ
そ
は
平
穏
な
一
年
で
あ

る
事
を
願
い
た
い
で
す
。  

（
広
報
委
員
　
三
浦
重
行
）

●
夏
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
リ
オ
デ

ジ
ャ
ネ
イ
ロ
大
会
で
は
、男
女

の
卓
球
や
女
子
の
バ
ド
ミ
ン
ト

ン
ダ
ブ
ル
ス
、シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ

ド
ス
イ
ミ
ン
グ
、男
子
の
体
操
や

4
0
0
メ
ー
ト
ル
リ
レ
ー
な
ど

日
本
選
手
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
に

感
動
の
連
続
で
し
た
。ま
た
、パ

ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
も
選
手
の
活

躍
に
感
動
し
ま
し
た
。そ
し
て
、

四
年
後
東
京
で
開
催
さ
れ
ま
す

が
今
、様
々
な
問
題
が
出
て
き
て

開
催
に
暗
雲
が
立
ち
込
め
て
い

ま
す
。早
く
問
題
解
決
を
し
て
、

今
ま
で
に
一
番
良
か
っ
た
と
世

界
中
の
人
に
い
わ
れ
る
よ
う
な

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
に
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
。

（
広
報
委
員
　
中
西
　
亮
）

A 

①
平
成
二
十
八
年
度
の
税
制

改
正
に
よ
り
、定
額
法
に
一
本
化

さ
れ
ま
し
た
。

B 

①
直
前
の
課
税
期
間
の
年
間

確
定
消
費
税
額
に
関
わ
ら
ず
、任

意
に
中
間
申
告
書
を
提
出
す
る
旨

を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
し
た

場
合
に
は
、自
主
的
に
中
間
申
告

及
び
納
付
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

C 

②
報
酬・料
金
の
額
に
一
〇・二
一

％
を
乗
じ
た
金
額
の
源
泉
所
得
税

が
課
さ
れ
ま
す
。

D 

①
土
地
の
賃
借
権
の
設
定
に

関
す
る
契
約
書
に
該
当
し
、印
紙

税
額
一
覧
表
の
第
一
号
の
二
文

書
と
な
り
ま
す
。

◀カレンダーの各
開催要領は当会
ホームページを
ご覧ください。

節分
立春

☆新年賀詞交歓会
1/24（火）大森東急REIホテル
年間の事業で一番会員の皆様が参加する
賀詞交歓会。
異業種の方々が集まる交流会となります。
ぜひご参加下さい！

★平成28年分確定申告書提出
期間  2/16（木）～ 3/15（水）
会場  池上会館 西館2F
～この期間に忘れずにご提出下さい！～

★法人税確定申告書の見方・書き方講座 
2/23（木）～ 3/16（木）（全5回）
法人税確定申告書の “どこに” “何が”
書かれているかを学んでいただきます。
“レッツチャレンジ！ ”

※印の期限は2017年1月4日

12/12  源泉所得税（11月分）納税
※10月決算法人の確定申告と納税
※4月決算法人の中間申告と納税
※社会保険料（11月分）納付

2/10  源泉所得税（1月分）納税
2/28  12月決算法人の確定申告と納税
2/28  6月決算法人の中間申告と納税
2/28  社会保険料（1月分）納付

元旦

七草

御用始め

成人の日

大寒

大森法人会新年賀詞交歓会18：00～大森東急REIホテル会議室

1/10  源泉所得税（12月分）納税
1/20  納期の特例の適用を受けている場合の
　　　所得税及び復興特別所得税納税
1/31  11月決算法人の確定申告と納税
1/31  5月決算法人の中間申告と納税
1/31  社会保険料（12月分）納付
1/31  源泉徴収票の本人への交付と提出
1/31  給料支払報告書、特別徴収票の提出

66

建国記念日

★新設法人説明会 13：30～16：00 法人会館 研修室

★記帳教室 13：30～16：00 法人会館 研修室

平成28年分確定申告開始～3月15日まで

バレンタインデー



期限
期限 期限

 １日
２日
 ３日
 ４日
５日
 ６日
 ７日
８日
９日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日

（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）

12月
 １日
 ２日
 ３日
 ４日
５日
 ６日
 ７日
８日
９日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日

（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）

1 月
 １日
 ２日
 ３日
 ４日
５日
 ６日
 ７日
８日
９日
10日
11日
12日
13日

14日

15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日

23日

24日
25日
26日
27日
28日

（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）

（火）

（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）

（木）

（金）
（土）
（日）
（月）
（火）

2 月

年賀郵便取り扱い開始

冬至

　　天皇誕生日
クリスマスイブ
クリスマス

御用納め

大晦日

法人税確定申告書の見方・書き方講座①
13：30～16：00 法人会館 研修室

★決算法人説明会 13：30～16：00 法人会館 研修室

おおもり法人ニュース　平成28年11月20日　第295号　⑭⑮　おおもり法人ニュース　平成28年11月20日　第295号

★
印
の
イ
ベ
ン
ト
は
一
般
の
方
も
参
加
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
事
務
局
0
3（
3
7
5
1
）4
4
8
4
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

77

～～
広報委員会16：00～ 法人会館会議室 終了後年末懇親会

源泉部会施設見学会 宮島・岩国方面一泊二日

女性部会研修会＆年末懇親会14：00～ 法人会館研修室

★新設法人説明会13：30～16：00 法人会館研修室

税制委員会施設見学会

★決算法人説明会13：30～16：00 法人会館研修室

　　

　　 源泉部会役員会16：00～17：30 法人会館会議室

お出かけください。

ジ
ャ
ス
ト
・
ワ
ン
・
ワ
ー
ド

ジ
ャ
ス
ト
・
ワ
ン
・
ワ
ー
ド

税
金
ク
イ
ズ
の
答
え

●
法
人
ニ
ュ
ー
ス
も
今
年
最
後

を
迎
え
ま
し
た
。今
年
を
振
り

返
っ
て
み
る
と
今
ま
で
例
を
見

な
い
災
害
の
多
い
一
年
で
あ
り

ま
し
た
。年
明
け
早
々
東
京
株

式
市
場
が
値
下
が
り
一
万
八
千

円
を
割
り
込
み
、長
野
県
軽
井

沢
町
碓
氷
峠
で
ス
キ
ー
客
を
乗

せ
た
バ
ス
崖
下
転
落
事
故
、尊

い
若
者
の
命
を
十
四
人
も
奪
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。私
は
仕
事

柄
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
ま

し
た
。そ
の
後
、熊
本
地
震
・
異

常
気
象
・
次
々
と
上
陸
す
る
台

風
、こ
れ
ら
す
べ
て
地
球
温
暖

化
の
影
響
な
の
で
し
ょ
う
か
。

来
年
こ
そ
は
平
穏
な
一
年
で
あ

る
事
を
願
い
た
い
で
す
。  

（
広
報
委
員
　
三
浦
重
行
）

●
夏
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
リ
オ
デ

ジ
ャ
ネ
イ
ロ
大
会
で
は
、男
女

の
卓
球
や
女
子
の
バ
ド
ミ
ン
ト

ン
ダ
ブ
ル
ス
、シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ

ド
ス
イ
ミ
ン
グ
、男
子
の
体
操
や

4
0
0
メ
ー
ト
ル
リ
レ
ー
な
ど

日
本
選
手
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
に

感
動
の
連
続
で
し
た
。ま
た
、パ

ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
も
選
手
の
活

躍
に
感
動
し
ま
し
た
。そ
し
て
、

四
年
後
東
京
で
開
催
さ
れ
ま
す

が
今
、様
々
な
問
題
が
出
て
き
て

開
催
に
暗
雲
が
立
ち
込
め
て
い

ま
す
。早
く
問
題
解
決
を
し
て
、

今
ま
で
に
一
番
良
か
っ
た
と
世

界
中
の
人
に
い
わ
れ
る
よ
う
な

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
に
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
。

（
広
報
委
員
　
中
西
　
亮
）

A 

①
平
成
二
十
八
年
度
の
税
制

改
正
に
よ
り
、定
額
法
に
一
本
化

さ
れ
ま
し
た
。

B 

①
直
前
の
課
税
期
間
の
年
間

確
定
消
費
税
額
に
関
わ
ら
ず
、任

意
に
中
間
申
告
書
を
提
出
す
る
旨

を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
し
た

場
合
に
は
、自
主
的
に
中
間
申
告

及
び
納
付
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

C 

②
報
酬・料
金
の
額
に
一
〇・二
一

％
を
乗
じ
た
金
額
の
源
泉
所
得
税

が
課
さ
れ
ま
す
。

D 

①
土
地
の
賃
借
権
の
設
定
に

関
す
る
契
約
書
に
該
当
し
、印
紙

税
額
一
覧
表
の
第
一
号
の
二
文

書
と
な
り
ま
す
。

◀カレンダーの各
開催要領は当会
ホームページを
ご覧ください。

節分
立春

☆新年賀詞交歓会
1/24（火）大森東急REIホテル
年間の事業で一番会員の皆様が参加する
賀詞交歓会。
異業種の方々が集まる交流会となります。
ぜひご参加下さい！

★平成28年分確定申告書提出
期間  2/16（木）～ 3/15（水）
会場  池上会館 西館2F
～この期間に忘れずにご提出下さい！～

★法人税確定申告書の見方・書き方講座 
2/23（木）～ 3/16（木）（全5回）
法人税確定申告書の “どこに” “何が”
書かれているかを学んでいただきます。
“レッツチャレンジ！ ”

※印の期限は2017年1月4日

12/12  源泉所得税（11月分）納税
※10月決算法人の確定申告と納税
※4月決算法人の中間申告と納税
※社会保険料（11月分）納付

2/10  源泉所得税（1月分）納税
2/28  12月決算法人の確定申告と納税
2/28  6月決算法人の中間申告と納税
2/28  社会保険料（1月分）納付

元旦

七草

御用始め

成人の日

大寒

大森法人会新年賀詞交歓会18：00～大森東急REIホテル会議室

1/10  源泉所得税（12月分）納税
1/20  納期の特例の適用を受けている場合の
　　　所得税及び復興特別所得税納税
1/31  11月決算法人の確定申告と納税
1/31  5月決算法人の中間申告と納税
1/31  社会保険料（12月分）納付
1/31  源泉徴収票の本人への交付と提出
1/31  給料支払報告書、特別徴収票の提出

66

建国記念日

★新設法人説明会 13：30～16：00 法人会館 研修室

★記帳教室 13：30～16：00 法人会館 研修室

平成28年分確定申告開始～3月15日まで

バレンタインデー



シリーズ　『－から学ぶリスクマネジメント講座 ～その13～』
＜リスクファイナンス編＞ お金にまつわる対策

●貸倒れ損失を防ぐため、損害保険を活用する
　名経営者と呼ばれた某衣料品メーカーの元社
長は、たまたま週刊誌で見かけた「ある保険」の
記事を読んで、すぐにこの保険に加入すること
にしました。その後2000年代前半に大手百貨店
やスーパーが経営破綻し、それに連鎖する形で
多くの同業者が苦境に立たされる中、この会社
はほとんど損失を被ることなく安定経営を続け
ることができました。元社長はこのような事態
が将来起りうるだろうと予想し、取引先の倒産
による貸倒れ損失を防ぐ「取引信用保険」に事前
に加入していたため、ピンチを回避することが
できたのです。「経営において難しいのは将来を
見通すことではなく、見通した後にすぐに手を
打つこと」と元社長は述べています。将来のリス
クに目を背けず、想定できるリスクに対して必
要であると判断したものはすぐに実行に移すこ
とが、現代の経営に求められています。なお「取
引信用保険」は、取引先に対する売掛債権の貸倒
れを防止するだけでなく、保険会社による与信

管理機能や債権回収業務のアウトソーシング化
も併せて活用することができ、経営管理上有効
な保険です。また、海外取引先に対する売掛債
権や海外子会社の売掛債権も補償できます。

●緊急事態の資金として生命保険を活用する
　地震や風水害などの自然災害で自社が操業不
能に陥ってしまった場合や、景気変動などで経
営が急速に悪化した場合などに対応するため、
万一の緊急流動資金の確保が必要です。
　企業がピンチの時に自己資金や緊急融資に頼
るのは現実的に困難です。そこで役員退職金の
準備としてよく利用されている「長期平準定期
保険」などの生命保険を緊急流動資金として活
用することをおすすめします。解約返戻金や契
約者貸付制度は短期間の現金化が可能で、緊急
時のキャッシュフロー対策として適しています。
また、平常時は保険料の損金算入による税の軽
減効果を活かしつつ、緊急資金の積立ができる
点は生命保険活用のメリットと言えます。
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公益社団法人大森法人会

http://www.tohoren.or.jp/oomori/ （文・ ㈲エヌ・フォーラム  中西 亮）

（作者・京浜容器㈱  内海節子氏）

かぼちゃ 南瓜（ウリ科カボチャ属/中南米原産） 英名Pumpkin
　かぼちゃは16世紀頃にポルトガル人によリカンボジアの産物として日
本に伝えられました。ピンときた方もいると思いますが、当時、東南アジ
アのカンボジア産と伝えられていたことから、カンボジアがなまって「か
ぼちゃ」と呼ばれるようになったとか。

【記事提供】 株式会社ジェイアイエヌ リスクマネジメント担当 大森英直
【連 絡 先】 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-3-4　江戸ビル5F
　　　　　   Tel : 03-3585-0596　E-mail : ohmori@jin-ins.com
 ★記事に関するご質問は上記までご連絡ください。また、大森法人会会員様に対して事故予防、各種安全講習、BCP（事業
 　継続計画）等の相談を無料で受付けております。
　 

おおもりおおもり


